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王
政
改
革
期
の
ギ
エ
ン
ヌ
費

は
　
じ
　
め
　
に

　
従
来
、
王
政
改
革
は
貴
族
反
動
説
に
か
く
れ
て
十
分
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た

き
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
e
貴
族
反
動
説
に
根
拠
を
認
め
、
こ
れ
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
次
に
く
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
説
明
を
容
易

　
　
　
　
①

に
し
た
こ
と
、
⇔
貴
族
反
動
の
糸
口
と
な
っ
た
革
命
前
の
諸
改
革
も
、
せ
い

ぜ
い
体
制
の
部
分
酌
修
正
を
こ
と
と
す
る
弥
縫
策
と
総
括
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
を
革
命
前
夜
に
い
た
る
ま
で
固
定
的

な
イ
メ
ー
ジ
で
抑
え
る
傾
向
が
な
お
強
い
。

　
た
と
え
ば
二
宮
宏
之
氏
は
、
「
絶
対
王
政
は
社
団
的
編
成
に
立
脚
し
、
中

間
団
体
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
を
実
現
し
て
い
た
点
に
そ
の
特

質
が
あ
」
り
、
ま
た
「
中
聞
団
体
の
社
会
的
レ
ベ
ル
で
の
変
容
に
対
応
し
て

絶
対
王
政
も
『
周
縁
的
』
存
在
を
抑
え
込
む
た
め
に
『
地
方
長
官
制
』
が
鶴

岡

本

明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

設
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
把
握
は
、
確
か
に
絶
対
王
政
の
一

義
的
な
階
級
基
盤
論
す
な
わ
ち
、
封
建
領
主
制
の
再
編
強
化
論
や
階
級
均
衡

論
よ
り
も
精
緻
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
王
政
改
革
の

論
理
的
起
点
と
な
る
と
、
　
「
シ
エ
イ
エ
ス
の
第
三
身
分
論
の
ご
と
き
、
個
人

意
志
に
も
と
つ
く
自
由
な
結
合
体
と
し
て
の
政
治
社
会
と
い
う
絶
対
王
政
へ

の
対
抗
原
理
の
熟
成
に
対
処
し
て
」
「
開
明
官
僚
の
主
灘
の
下
の
さ
ま
ざ
ま

な
施
策
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
、
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
も
王
権
は
あ
く
ま
で

社
団
的
、
身
分
制
的
秩
序
に
依
拠
し
つ
づ
け
た
と
し
、
改
革
の
意
義
も
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
に
み
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
改
革
期
に
贈
る
絶
対
玉
政
末
期
の
検
討

を
め
ざ
す
が
、
元
来
、
王
政
改
革
の
研
究
と
は
、
財
政
・
程
税
改
革
と
代
表

制
度
の
導
入
を
は
か
る
政
策
主
体
の
そ
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
応

し
て
州
制
の
変
容
や
州
内
諸
身
分
の
社
会
的
、
政
治
的
意
識
の
変
化
が
い
か

に
も
た
ら
さ
れ
た
か
の
研
究
で
も
あ
る
。



川敷改革期のギエソヌ州（岡本）

　
こ
れ
ま
で
、
ふ
る
く
は
マ
リ
オ
ン
の
「
ラ
モ
ワ
ニ
ヨ
ソ
と
司
法
改
革
」
か

ら
ボ
ヅ
シ
ャ
ー
の
「
フ
ラ
ン
ス
財
政
・
一
七
七
〇
…
一
七
九
五
年
」
ま
で
幾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

多
の
研
究
が
積
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
地
方
豊
州
の
革
命
前
史
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
エ
グ
レ
の
一
連
の
論
説
を
あ
わ
せ
る
と
、
本
格
的
な
王
政
改
革
研
究
の
気

運
は
熱
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
近
年
活
況
を
呈
し
て
い
る
社
会
史
の
方
法
に
照
ら
し
て
み
る
に
、

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
貴
族
と
第
三
身
分
を
包
含
あ
る
い
は
区
別
し

て
い
た
生
活
慣
習
や
社
会
心
理
を
調
べ
る
こ
と
は
、
経
済
史
と
政
治
史
の
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

隙
を
埋
め
る
豊
饒
な
歴
史
学
の
試
み
と
し
て
十
分
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
こ

の
こ
と
は
第
三
身
分
の
価
値
意
識
に
転
換
の
生
じ
る
と
さ
れ
る
一
七
八
八
年

九
月
以
降
、
初
め
て
政
治
史
が
脚
光
を
浴
び
、
そ
れ
以
前
は
社
会
史
で
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
る
と
い
う
、
方
法
上
の
使
い
わ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ

う
し
た
転
機
以
前
に
遡
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層
の
価
値
観
の
変
化
、
貴
族
隊
列

か
ら
の
離
脱
を
準
備
し
た
も
の
が
社
会
・
政
治
史
と
し
て
追
求
さ
れ
て
よ
い

か
ら
で
あ
る
。
王
政
改
革
と
そ
の
効
果
の
研
究
も
こ
こ
に
か
か
わ
る
。
こ
の

点
で
W
・
ド
イ
ル
の
「
旧
体
制
末
期
の
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
・
一
七
七
一
－

一
七
九
〇
年
」
が
光
る
の
は
、
ボ
ル
ド
ー
法
服
貴
族
の
出
自
、
財
産
形
成
な

ど
社
会
史
の
側
面
を
分
析
し
つ
つ
、
同
暗
に
王
政
改
革
へ
の
対
応
、
法
院
構

成
内
部
の
椙
剋
に
も
眼
を
む
け
、
全
幅
的
な
歴
史
把
握
に
迫
っ
て
い
る
た
め

　
　
⑧

で
あ
る
。
本
論
で
は
ギ
エ
ソ
ヌ
州
で
の
王
国
賦
役
廃
止
の
試
み
（
一
七
七
六

一
八
四
）
に
一
つ
の
的
を
絞
り
州
内
諸
勢
力
、
諸
地
域
の
対
応
関
係
と
相
互

関
係
と
か
ら
、
革
命
前
史
に
連
動
し
て
ゆ
く
過
程
を
考
究
し
て
み
た
い
。
こ

こ
で
王
国
賦
役
の
廃
止
を
と
り
上
げ
る
の
は
、
そ
れ
が
中
央
で
の
税
欄
改
革

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
企
て
ら
れ
た
王
政
改
革
の
一
「
環
で
あ
り
、
こ
れ
を
機
に

有
力
貴
族
か
ら
州
三
部
会
再
建
が
提
唱
さ
れ
る
な
ど
州
制
変
動
の
端
緒
と
な

る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

①
伝
統
的
フ
ラ
ン
ス
輩
命
史
学
の
う
ち
、
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
「
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー

　
ト
の
反
動
」
の
購
実
を
認
め
る
が
、
同
瞳
に
王
政
改
革
に
つ
い
て
は
一
七
八
七
年

　
の
そ
れ
を
中
心
に
、
石
下
ソ
ヌ
の
免
一
祝
特
旛
…
へ
の
制
限
一
処
冊
一
や
「
金
土
地
所
…
み
帽

　
者
」
か
ら
な
る
地
方
議
会
へ
の
課
税
配
分
を
、
旧
体
剃
の
社
会
構
造
に
打
撃
を
与

　
え
る
も
の
と
し
て
「
定
の
評
価
を
与
え
、
む
し
ろ
そ
の
挫
折
因
を
、
ル
イ
【
六
世

　
の
個
人
的
意
志
力
の
弱
さ
、
監
察
官
の
優
柔
不
断
に
帰
し
て
い
る
。
ソ
ブ
ー
ル
も

　
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
解
釈
を
つ
い
で
貴
族
反
動
説
を
と
る
が
、
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
が
、

　
高
位
聖
職
者
も
含
む
全
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ッ
ト
の
結
束
、
帯
剣
・
法
服
両
三
族
間
の

　
立
場
の
共
通
性
を
強
調
す
る
の
に
比
し
、
貴
族
層
内
部
の
不
一
致
に
も
注
目
す
る

　
と
こ
ろ
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
複
合
革
命
説
へ
の
重
点
の
か

　
け
か
た
の
ち
が
い
に
つ
ら
な
る
。
O
．
ピ
。
け
ぐ
葺
ρ
◎
§
ミ
と
§
偽
W
よ
§
曳
（
℃
p
臨
ρ

　
一
ゆ
ざ
嵐
ぽ
も
・
）
℃
や
お
凸
。
。
棒
b
3
圃
l
G
。
P
ω
G
。
e
高
橋
・
柴
田
・
達
塚
訳
『
　
七
入
九

　
年
ー
フ
ラ
ソ
ス
革
命
序
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
一
工
i
二
五
、
三
一
－

　
三
四
、
四
五
頁
。
｝
ω
。
げ
。
鼻
㌧
§
鋳
恥
．
ミ
恥
§
憲
§
ぎ
葡
魯
。
N
ミ
帖
§
疑
ミ
7

　
ミ
§
（
勺
p
・
ユ
。
。
し
Φ
零
）
署
．
N
7
卜
。
O
．

②
　
二
宮
宏
之
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
統
治
構
造
」
　
吉
岡
昭
彦
・
成
瀬
治
編
『
近

　
代
国
家
形
成
の
諸
問
題
』
（
木
鐸
社
、
　
一
九
七
九
年
）
所
収
二
一
六
、
二
二
七
頁
。

③
前
掲
論
文
二
二
八
ー
ニ
ニ
九
頁
の
続
文
参
照
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
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王
政
改
革
論
の
研
究
途
上
に
あ
る
が
、
ω
改
革
為
政
者
と
啓
蒙
思
想
家
の
理
念
は

　
テ
ユ
ル
ゴ
ー
と
コ
ソ
ド
ル
セ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
ッ
ク
に
対
立
・
排
斥

　
し
あ
う
も
の
で
な
く
漫
透
・
錬
磨
し
あ
い
つ
つ
畏
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
吻
一
七

　
七
四
年
以
後
の
王
政
改
革
は
テ
ユ
ル
ゴ
ー
と
ネ
ヅ
ケ
ル
の
ニ
タ
イ
プ
に
大
別
さ
れ

　
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
ネ
ヅ
ケ
ル
は
高
等
法
院
を
頂
点
と
す
る
鋤
団
的
権

力
と
の
正
音
対
決
を
避
け
な
が
ら
、
財
政
機
構
に
嵜
生
す
る
官
職
保
有
者
、
フ
ィ

　
ナ
ン
シ
ェ
の
大
幅
削
減
を
お
こ
な
い
蔵
接
統
語
を
は
か
る
な
ど
、
輩
・
命
へ
の
先
駆

　
的
企
爾
と
し
て
ボ
ッ
シ
ャ
…
、
ハ
リ
ス
な
ど
の
評
価
が
高
い
。
最
終
局
繭
に
お
け

　
る
、
全
國
三
部
会
の
召
集
規
約
や
訓
令
で
も
、
身
分
制
的
・
社
団
的
枠
組
を
払
拭

し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
身
分
酌
委
託
論
の
否
定
、
州
三
部
会
貴
族
の
影
響
力
の
排

除
や
貴
族
バ
イ
イ
に
よ
る
第
三
身
分
バ
イ
ヤ
ー
ジ
集
会
主
宰
の
禁
止
な
ど
身
分
支

配
の
実
効
力
を
一
貫
し
て
そ
ご
う
と
し
た
こ
と
も
み
の
が
せ
な
い
。
㈲
臨
間
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
へ

　
も
、
カ
ロ
ン
ヌ
や
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
一
連
の
改
革
の
の
ち
、
シ
エ
イ
エ
ス
の
第
三
身

　
分
論
が
そ
の
不
徹
底
さ
を
批
判
し
な
が
ら
登
場
す
る
。
当
面
、
以
上
の
三
点
を
指

　
摘
し
て
お
く
。
『
テ
ユ
ル
ゴ
ー
経
済
学
著
作
集
』
津
田
内
匠
訳
、
解
題
二
、
九
、
一
八

　
百
〔
。
｛
女
主
引
際
穂
「
フ
ラ
ン
ス
啓
塑
雪
田
齢
想
に
お
け
る
市
厩
劃
砿
ム
盃
醐
の
成
立
」
『
田
脚
想
』

　
一
九
八
○
年
一
二
月
、
　
六
七
八
号
、
八
六
i
九
四
頁
。
国
・
ω
ざ
）
、
α
。
。
、
食
“
、
a
㍗
聴

　
袋
こ
こ
ミ
砺
恥
ミ
リ
（
勺
慧
ρ
国
σ
Q
き
議
ρ
H
c
。
ω
り
）
や
。
。
㎝
－
δ
N
五
十
嵐
豊
作
訳

　
『
第
三
身
分
と
は
何
か
』
　
（
実
業
之
日
本
社
、
昭
和
二
一
二
年
）
四
八
一
六
三
頁
。

　
い
戸
ゆ
8
冨
き
憶
§
軸
轟
鳴
馬
凄
§
§
恥
嵐
譜
O
I
㌣
凛
（
O
ρ
ヨ
σ
ユ
鳥
G
q
①
い
6
δ
）
唱
や

H
敷
ム
①
㎝
も
9
凝
器
實
営
ω
㊦
8
a
。
房
ω
舞
三
〇
Φ
岱
・
ω
ぎ
伴
騨
三
①
ω
噛
ト
ダ
肉
S

　
（
お
お
）
冒
…
φ
ぐ
。
。
の
筥
．
p
。
嵩
0
峠
錠
．
や
お
。
。
．

④
駕
■
浮
言
δ
野
馬
§
き
喧
§
こ
ミ
象
喰
き
蓑
⑱
o
妻
ミ
鼠
a
悉
§
H
蕊
。
。
（
お
O
購
）
い

　
b
謬
。
。
・
ゴ
⑦
漂
。
筆
鼠
野
こ
の
ほ
か
ω
蕊
俘
口
昌
ρ
卜
袋
燃
§
重
工
ミ
塙
9
榊
§
脚
。
趨
蓋
§
G
箏

　
ご
§
罵
（
勺
舘
圃
ω
甲
お
謡
）
巴
伽
帥
諺
や
．

⑤
　
肖
σ
q
室
戸
冒
＄
o
駄
σ
q
葺
＄
9
一
白
岩
曾
。
冨
試
窪
霧
島
卑
お
一
6
嵩
◎
。
。
。
ー
ミ
。
。
㊤

　
謁
§
誌
ミ
職
ミ
窟
ミ
H
8
b
。
博
H
。
笛
O
。
。
1
卜
。
”
℃
や
ド
。
。
り
凸
δ
…
紆
窪
O
白
ρ
．
、
U
僻

　
鷺
曾
曾
。
冒
罫
書
養
護
。
〈
o
ロ
8
、
、
堅
潮
毎
、
一
り
総
塁
造
∴
ρ
ぎ
凶
H
。
H
逡
叶

　
卜
。
①
∴
伽
。
臼
⑪
ヨ
ρ
、
、
U
ρ
厳
く
。
貯
臨
。
鵠
霞
冨
8
自
即
臨
ゆ
¢
①
卑
8
昌
⑩
o
費
8
0
嵩

　
響
塁
0
9
－
8
箆
綜
、
．
（
ド
刈
Q
Q
O
Q
l
H
刈
Q
Q
り
）
層
葡
§
ミ
恥
．
寒
葵
。
ミ
」
§
§
§
馬
ミ
q
ミ
ド
ー

　
眺
§
膏
ミ
、
ミ
遠
お
罐
℃
』
島
も
謡
旧
山
Φ
ヨ
ゆ
ヨ
ρ
卜
＆
臆
駄
ー
ミ
s
ミ
畿
。
論
》
§
ミ
蓉

　
嵩
曽
－
嵩
題
（
勺
ρ
同
一
ω
b
　
H
り
①
b
o
）
■

⑥
　
　
「
貴
族
反
動
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
紹
介
し
た
柴
田
三
千
雄
氏
は
社
会
史
的
概
念

　
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
意
味
内
容
を
間
い
、
そ
れ
が
政
治
的
概
念
に
転
化

　
つ
ま
り
革
命
化
す
る
契
機
を
次
の
点
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
シ
ャ
ン

　
・
レ
ジ
ー
ム
下
で
の
実
業
に
よ
る
正
直
か
ら
、
社
会
的
威
儒
を
伴
う
職
業
上
の
転

　
換
を
経
て
、
「
貴
族
風
な
生
活
様
式
の
圃
定
化
」
、
私
な
り
に
言
い
か
え
れ
ば
「
貴

　
族
的
価
値
意
識
へ
の
馴
化
、
自
己
序
列
化
」
か
ら
、
社
会
的
上
昇
の
閉
塞
状
況
の

　
強
ま
っ
た
結
果
、
あ
る
晴
点
を
境
に
こ
の
意
識
か
ら
離
脱
し
、
突
如
自
ら
を
編
成

　
替
え
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
と
ら
え
た
。
こ
の
転
換
の
晴
点
と
は
、
柴
田
氏
自
身

　
の
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
一
七
八
八
年
九
月
、
パ
リ
高
等
法
院
が
低
統
的
形
式
に
よ

　
る
全
国
三
部
会
の
召
集
を
裁
定
し
た
蒔
と
さ
れ
る
。
柴
田
三
千
雄
「
フ
ラ
ン
ス
革

　
命
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
柴
賑
・
成
瀬
編
『
近
代
史
に
お
け
る
政
治
と
思
想
』
（
山

　
摺
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）
所
収
、
八
七
－
八
八
頁
。

⑦
柴
田
氏
の
右
論
稿
で
も
社
会
過
程
の
説
明
の
申
に
い
み
じ
く
も
高
等
法
院
の
三

　
部
会
開
催
方
式
の
裁
定
と
い
う
政
治
史
的
蕃
実
が
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
る
。

　
柴
田
前
掲
論
文
八
八
頁
。

⑧
≦
■
U
o
覧
。
二
§
恥
㌧
ミ
§
ミ
蕊
。
、
晦
。
ミ
馬
ミ
ミ
§
ミ
ミ
馬
O
ミ
物
魂
焼
㌣
ミ

　
爲
N
緊
結
8
（
］
い
O
旨
蹴
O
昌
辱
　
一
Φ
圃
A
）
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
貴
族
反
動
説
へ
の
批
判
と
し

　
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
摩
ミ
層
．
．
芝
9
ω
昏
曾
①
即
づ
霧
溢
挫
o
o
卍
巴
一
〇

　
搬
鶏
。
賦
§
官
肩
①
霞
Φ
＜
9
琵
賦
。
冨
蔓
津
営
8
叩
．
、
寒
無
§
蕊
㌧
篤
鶏
ミ
お
鵡

　
Z
。
鉛
と
く
に
竈
」
巳
山
卜
。
9
く
・
9
鼠
Φ
3
§
馬
開
。
黛
ミ
専
8
ぎ
ミ
寒
－

　
帖
§
恥
§
吋
融
－
訟
O
§
ミ
ミ
壽
偽
韓
ミ
ぎ
乱
倫
、
鴨
§
ミ
O
§
軸
ミ
迷
箏
§
桶
聴
（
累
。
毛

　
く
。
・
ぎ
お
。
。
。
）
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。
ま
た
、
り
。
覧
ρ
曾
喧
基
ミ
§
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》
慧
き
謁
遷
。
、
ミ
画
§
曽
（
○
渚
暁
。
冠
斜
　
　
同
り
Q
Q
O
）
℃
．
認
「

醐
　
王
政
改
革
の
試
み

　
　
ω
　
王
国
賦
役
の
廃
止

　
王
国
賦
役
○
貧
！
ふ
①
容
団
巴
①
は
、
　
コ
ル
ベ
ー
ル
期
に
始
ま
る
も
の
と
さ

れ
、
橋
・
道
路
・
堤
防
の
建
設
・
維
持
の
必
要
性
が
国
内
流
通
の
観
点
か
ら

強
く
認
識
さ
れ
て
よ
り
、
土
地
保
有
農
を
は
じ
め
と
す
る
タ
イ
ユ
負
担
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

王
命
で
か
け
ら
れ
て
い
た
、
年
六
日
～
四
〇
臼
程
度
の
労
役
義
務
で
あ
る
。

し
か
し
一
七
五
〇
年
代
後
半
い
ご
は
開
明
的
な
国
王
監
察
官
（
以
下
、
監
察

富
）
ら
に
よ
り
、
農
業
生
産
を
阻
害
し
免
除
特
権
を
温
存
す
る
こ
の
制
度
へ

　
　
　
　
　
　
　
②

の
批
判
が
高
ま
っ
た
。

　
ギ
エ
ソ
ヌ
州
で
は
、
リ
ム
ー
ザ
ソ
で
の
テ
ユ
ル
ゴ
ー
監
察
官
の
改
革
の
成

③功
に
感
得
す
る
と
こ
ろ
大
き
か
っ
た
デ
ュ
プ
レ
・
ド
・
サ
ソ
モ
ー
ル
監
察
官

（一

ｵ
七
五
～
八
五
年
在
任
）
が
、
労
役
形
態
で
の
完
納
（
一
回
限
り
の
義

務
提
供
）
か
タ
イ
ユ
付
加
税
に
よ
る
代
替
か
を
各
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ソ
に

選
択
さ
せ
る
ク
リ
ェ
ニ
財
務
総
監
の
方
針
の
も
と
で
、
選
択
主
体
を
農
村
共

同
体
住
民
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
降
ろ
し
、
市
町
村
長
を
通
し
伝
達
さ
せ
る
こ
と

　
　
④

と
し
た
。
ド
イ
ル
前
掲
書
の
ほ
か
、
古
書
に
属
す
る
が
ペ
イ
ル
ー
の
「
デ
ュ

プ
レ
・
ド
・
サ
ソ
モ
ー
ル
と
賦
役
問
題
」
を
手
が
か
り
に
こ
の
推
移
を
辿
っ

て
み
よ
う
。

心ボル瞳税駆（・・…a・i・・）

　　　　　　　國1　ギエソヌ州総督区（gouverment）

　A．　IIirot，　ila／antdiel　de　ge’ogf’aPlrie　histoptique　de　la　F”aozoe，

t．2，les　divi5ions紹あ8づθz佑θ5θ彦admisii5tlatives　de　la　F7aVteθ，

Paris，工950、　p．361．

　
ギ
エ
ソ
ヌ
州
は
隣
接
諸
州
と
比
べ
て
も
交
通
事
清
が
悪
か
っ
た
が
、
同
州

の
賦
役
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
ガ
ロ
ソ
ヌ
川
の
夏
の
氾
濫
、
冬
の
氷

結
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
が
交
通
手
段
と
し
て
過
信
さ
れ
、
修
復
の
必
要
を

み
と
め
ら
れ
ず
、
こ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
河
川
沿
岸
よ
り
も
へ
だ
た
っ
た
地

域
に
小
規
模
の
賦
役
を
分
散
・
固
定
化
さ
せ
る
傾
向
を
生
み
、
抜
本
的
な
改
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⑥

善
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
サ
ソ
モ
ー
ル
は
、
ラ
ソ
グ
ド
ッ
ク
、
リ
ム
ー
ザ
ソ
ほ
ど
の
道
路
の
整
備
に

は
、
不
能
率
な
王
国
賦
役
の
浮
子
を
め
ざ
す
べ
く
、
①
選
択
肢
の
う
ち
で
も

買
戻
し
方
式
を
強
く
勧
め
、
②
地
域
・
職
業
の
特
殊
事
惰
に
か
か
わ
り
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

住
民
一
律
の
施
行
を
基
本
方
針
と
し
た
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
こ
の
改
革
は
、

強
い
地
域
的
抵
抗
、
職
能
団
ぐ
る
み
の
反
対
に
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
寓
．
鑑
葭
ご
p
b
ミ
§
ミ
§
忌
、
恥
§
恥
画
蕊
ミ
ミ
ご
竈
馬
岡
岬
等
§
§
§
簑
複
ミ
曽

　
　
無
k
ミ
N
特
恥
隷
無
知
（
勺
P
周
一
ω
糟
　
ド
リ
⑦
ゆ
）
や
錦
。
。
O
…
U
g
U
穿
♪
轟
δ
製
娯
“
誌
ミ
§
鳶

　
　
ミ
＆
書
§
偽
鳴
き
§
§
（
℃
餌
噌
一
①
層
　
H
り
刈
㊤
）
℃
や
お
。
。
占
O
野
第
三
身
分
で
も
「
ブ

　
　
ル
ジ
ョ
ワ
」
資
格
者
、
数
育
者
、
郵
便
局
長
な
ど
肖
る
種
の
職
業
市
民
が
免
除
。

　
　
春
秋
の
二
回
、
八
キ
ロ
圏
内
の
皇
民
を
対
象
と
し
毎
年
初
め
に
教
区
が
供
出
可
能

　
　
な
人
力
、
役
畜
数
を
監
察
官
に
報
告
。
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ン
に
属
す
技
師
長
が

　
　
仕
事
内
容
・
日
程
を
決
め
蜜
町
村
長
に
伝
達
。
海
亀
・
道
銘
監
督
官
が
現
場
指
揮

　
　
し
た
。

　
②
　
一
七
三
八
年
オ
リ
ー
財
務
総
監
の
規
約
整
備
で
金
国
化
し
た
が
、
カ
ー
ン
納
税

　
　
管
区
で
オ
ル
ソ
ー
・
ド
ゥ
・
フ
ォ
ソ
テ
ッ
ト
監
察
官
が
一
七
五
八
年
貨
幣
納
に
よ

　
　
る
代
納
に
ふ
み
き
っ
た
の
が
最
初
の
改
革
と
さ
れ
る
。
い
窪
σ
q
δ
ぎ
愚
・
ミ
・
”
や

　
　
戸
O
O
凸

　
③
　
一
七
六
一
年
、
人
頭
税
の
軽
減
と
平
行
し
て
二
〇
分
の
一
税
へ
の
附
加
税
化
に

　
　
成
功
。
六
三
九
村
落
共
同
体
が
金
納
に
応
じ
九
共
同
体
が
労
役
を
引
受
け
た
。

　
　
副
馬
3
℃
℃
●
ほ
O
I
障
b
。
嚇
P
U
ρ
搾
一
戸
醸
塩
鑓
ミ
§
ミ
導
馬
抵
§
帖
§
肉
“
喩
ミ
馬
窓

　
箏
§
§
（
累
。
ぞ
鴫
。
時
》
お
①
㎝
Y
℃
や
Φ
。
。
1
冨
。

④
　
U
o
覧
①
嘲
。
》
ミ
こ
℃
や
ト
つ
ら
。
も
。
一
b
3
G
。
膳
…
6
劉
℃
①
買
。
～
b
閃
息
ミ
亀
馬
的
ミ
ミ
§
ミ
馬

　
ミ
鳶
℃
δ
ミ
軸
ミ
馬
§
砺
○
ミ
曽
駄
跨
（
鼠
O
昂
仲
－
臨
¢
1
鼠
ρ
円
ω
騨
目
　
　
H
㊤
Q
Q
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
）
娼
，
認
（
お
）
。

⑤
　
ボ
ル
ド
…
～
ツ
ー
ル
ー
ズ
の
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
道
路
は
冬
拐
の
凍
結
に
遡
っ
た
し
、

　
ア
ジ
ャ
ン
な
ど
人
口
多
数
の
地
区
か
ら
は
隔
っ
て
い
た
。
当
蒔
の
大
街
道
は
他
に

　
ボ
ル
ド
ー
～
ア
ソ
グ
レ
…
ム
～
パ
リ
と
ボ
ル
ド
ー
～
テ
ユ
ル
～
ブ
リ
…
ヴ
～
リ
ヨ

　
ン
の
ニ
ル
ー
ト
が
あ
る
。
勺
。
饗
o
F
o
》
ミ
こ
℃
℃
・
b
。
一
l
b
。
b
。
．

⑥
ラ
ソ
グ
ド
ッ
ク
州
で
は
｝
六
六
八
～
八
一
年
に
ツ
ー
ル
ー
ズ
～
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン

　
ヌ
間
に
ミ
デ
ィ
運
河
が
通
じ
て
い
る
。
谷
岡
武
雄
『
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
』
（
古
今

　
書
店
、
一
九
七
三
年
）
二
一
八
頁
。
州
三
都
会
に
よ
る
王
團
賦
役
の
買
戻
し
は
、

　
℃
o
護
o
P
o
》
ミ
こ
や
H
ご
U
o
覧
ρ
o
》
ミ
‘
や
慈
8
ド
フ
ィ
ネ
州
で
は
テ

　
ユ
ル
ゴ
ー
の
一
七
七
四
年
の
改
輩
・
に
高
等
法
院
の
養
同
が
あ
っ
た
。
国
σ
q
H
o
紗
卜
恥

　
㌧
ミ
、
§
罵
ミ
§
b
§
蔦
ミ
苫
臥
ミ
N
禽
§
等
＄
麿
§
§
ミ
恥
け
．
b
。
℃
や
這
。
。
1
這
り
…

　
渚
囚
芭
宣
岸
。
沖
h
④
ω
℃
o
暮
ω
o
汁
。
げ
髭
。
・
怨
。
㎝
曾
U
霞
℃
三
激
℃
福
山
霞
叶

　
一
、
H
暮
。
瓢
α
㊤
⇔
8
住
Φ
舅
。
暮
霞
一
窪
翫
鉛
筆
”
O
ミ
恥
畿
。
蕊
a
恥
ミ
帖
ミ
恥
蔓
ミ
ご
口
繕
ミ
窮

　
ミ
穿
§
零
馬
匙
寒
k
§
腎
鴇
魯
鳶
戸
や
H
O
。
劇
．
な
お
ベ
ア
ル
ン
州
に
つ
い
て
は

　
U
ρ
自
σ
q
帥
①
が
。
》
職
譜
や
．
H
O
刈
・
右
の
エ
グ
レ
書
は
遅
塚
忠
萱
野
の
ご
好
意
に
よ
る
。

⑦
勺
Φ
貿
8
層
愚
9
ミ
ニ
唱
や
①
O
－
漣
…
国
｝
a
毬
9
蝉
卜
塁
画
ミ
馬
噛
ミ
§
騎
§

　
㌧
さ
ミ
§
q
8
§
卜
§
蹄
k
壽
（
窪
践
巳
け
曾
嵩
ω
ω
Φ
お
8
）
急
帥
ヨ
℃
．
℃
℃
レ
。
。
や

　
H
。
。
O
・
　
タ
イ
ユ
の
鵠
度
改
革
も
地
主
・
分
益
借
地
農
・
商
人
と
職
人
・
日
雇
の
四

　
種
別
に
わ
け
収
益
比
例
で
配
賦
せ
ん
と
し
た
。
こ
の
成
否
に
つ
い
て
は
不
詳
。

⑧
サ
ソ
モ
ー
ル
の
先
任
地
、
ペ
リ
ー
州
で
の
地
方
議
会
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

　
は
、
勺
④
旨
。
戸
。
特
・
ミ
‘
℃
や
b
。
劇
I
b
。
伊
①
炉
こ
こ
で
一
八
世
紀
ギ
エ
ン
ヌ
州
の
歴
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醜
　
購
瞬
歯

◎
し
d
o
燭
。
び
曾

　
　
　
　
　
遷

識
甫
諄

一H
鴫
熱
3
0
～
H
下
心
Q
◎

掛
ロ
〈
孚
㏄
嵩
。

券1

㎜お
雪
目
符
館
覇
。
田
瞬
謙
隙
》
配
｛
喝
談
感
、
。
・
ん
蟷
粛

嬢
踏
濤
黙
藤
嘱
。
冷
沸
㌶
器
〉
燭
S
㊦
ぴ
甲
乙
一
壷

藩

熱

沙
鵡
q
令
茜
翻
箒
訟
，
㊦
賞
渉
蔭
陣
㊦
薫
悪
命
日
牌
譜
C
鋭
ゆ
伴
叫

勝
法
市
て
路
メ
華
F
一
興
部
灘
謡
び
㊦
隊
欝
π
醸
ゆ
。
ミ
q
。
鼠
届
曳
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N
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M
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17
7
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一
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の
ち
Ca

e
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L
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e
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P
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i
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R
o
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i
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（
1
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一
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17
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但

し
17

6
7ま

で
は

助
手

178
5
一

一
1
7
90

Pau
，
　
Ba

y
onn

e
　
（
1
784

一
一
17

8
5）

ユ
監
察
官
。

父
祖

は
不

明
。
本

入
は

大
審

院
評

定
官

兼
訴

顧
審

査
官
（
1719＞

。
次

い
で
国
務
顯
問
官
職
を
購
入
（
1755）

。

不
　
明

本
人
は
訴
願
審
査

官
を

経
験

。
圏

務
顧

問
官

（
1766）

の
ち
ボ
ル
ド
ー
一

（
納

）
行

政
委

任
官

。

16
也

孫
孫

，
城

館
守

備
隊

長
，

曾
祖

父
は

コ
ソ

ピ
エ

ー
ヌ

の
国

璽
係

。
祖

父
は

パ
リ

高
等

法
院

付
法

律
家

の
の

ち
コ

ン
ピ
エ

ー
ヌ

市
裁

判
事

。
1722年

畷
務

書

記
宮

職
を

購
入
し

家
門

に
爵

位
。

先
代

は
徴

税
吏

。

本
人
は
高
等
法
院

弁
護

土
職

を
購

入
。

訴
願

審
査

官
，

大
審
院
議
長
。

ブ
ル

ゴ
ー

ニ
ュ

貴
族

の
家

系
で

14障
紀

に
爵

位
，

先

代
も

デ
ィ

ジ
ヨ

ン
高

等
法

院
評

定
官

。
本

人
は

ブ
ル

タ
ー

ニ
ュ

海
軍

監
察

官
。

財
務

総
盤

就
任

後
ま

も
な

く
死

ti…
…

o　
（

1
77

6）

始
祖

は
国

務
書
記
官
経
験
者
，
3代

お
い
て
祖
父
は

高
等

法
院

評
定

官
。

先
代

は
パ

リ
財

務
局

興
，

本
人

も
評

定
官

。

1
7世

紀
に

父
祖

が
ル

ー
ア

ン
高

等
法

院
首

席
長

官
職

で
授

爵
，

大
審
院

評
定

宮
（

1769）
，

訴
願

審
査

官
（
1776）

イ
ユ

・
レ

エ
ル

の
3エ

レ
ク

シ
ォ

ン
に

比
例

的
タ

イ
ユ

を
試

み
る
。

葡
萄

酒
取

引
の

特
権

は
時

代
遅

れ
と

考
え

は
じ

め
る

。

本
監

察
官

の
と

き
ヨ

三
国

賦
役

が
ギ

エ
ン

ヌ
州

に
普

及
。

葡
萄
酒
取

引
の

自
由

化
を

掲
げ

る
ケ

ル
シ

ー
住

民
の

請
願

を
支

持
。

1756年

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
聞
題
，
第
2次

二
〇
分
の
一
二
，
土
地

台
閣

改
訂

間
題

で
高

等
法

院
と

対
立

。
州

大
臣

の
支

持
な

く
失

脚
。

王
国

賦
役

の
蝦

藻
を

き
っ

か
け

と
し

た
ダ

ッ
ク

ス
・

シ
ュ

ブ
デ
レ

ゲ
の

任
命

権
を

め
ぐ

り
高

等
法

院
と

対
立

。
財

務
総

監
や
州
大
臣

の
支
持
な
し
。

1763年
，

デ
ュ

ド
ン

を
首

席
長

官
の

後
継

者
に

推
賞

。
高
等
法
院

と
は

，
友

好
的

関
係

。
1784年

，
行

政
委

無
官

と
し

て
サ

ソ
モ
ー

ル
不

在
中

，
王

国
賦

役
問

題
の

穏
便

な
処

理
を

は
か

る
。

ボ
ル

ド
ー

近
郊

の
貴

族
領

地
で

は
抵

抗
の

た
め

王
国

賦
役
の
実
施

を
断

念
す

る
。

1775年
初

ま
で

は
葡

萄
酒

取
引

の
自

由
化
を
推
進

せ
ず

，
テ

ユ
ル

ゴ
ー

財
務

総
監

就
任

後
，

方
針

を
転

換
。
1788年

黒
人
友
の
会
会
員
か
。

1775年
王

国
賦

役
の

廃
止

に
教

区
入

札
制

を
と

る
が

，
財
務
総
監

就
任

後
は

改
革

勅
令

を
す

べ
て

撤
署

す
る

。
監

察
官

在
任

中
よ
り

反
テ

ユ
ル

ゴ
ー

を
公

言
す

る
。

通
貨

論
・

流
通

論
に

強
い

五
心

。
1777年

た
ば

こ
栽

培
の
奨
励
を

お
こ

な
い

，
道

路
改

善
に

よ
る

自
由

取
引

を
推

進
，

葡
萄
酒
の
自

由
取

引
に

つ
い

て
は

相
談

う
け

て
い

な
い

。

1771年
，

開
明

派
の

監
察

官
と

し
て

モ
ー

プ
ー

敵
革

に
反
対
。

1784年
，

Labour地
方

の
制

度
改

革
を

カ
ロ

ン
ヌ

財
務

総
監

に
具
申
。

典
拠
：
③
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r
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。
｝
二
四
層
愚
．
ミ
こ
や
G
。
一
一
戯
。
。
噛
。
。
ρ
お
ρ
齪
①
嘲
。
。
目
。
。
詳
記
　
◎
　
N
ミ
恥
こ
や

愚
「
ミ
‘
℃
」
9
　
㊥
　
♂
ミ
魑
唱
・
。
。
。
。
（
b
二
N
）
弘
。
。
ω
（
お
）
”
≧
審
。
一
影
鮨
鮎
．

島
噂
お
℃
謡
魑
謡
層
一
Q
。
ω
噛
U
o
覧
ρ
息
・
ミ
‘
や
鍾
G
。
層
b
。
①
臼
　
鳶
詠
曽
切
8
芽
　

代
監
察
官
を
表
示
す
る
。

　
中
世
以
来
の
血
統
貴
族
は
、
家
系
の
判
明
す
る
七
名
中
①
⑥
の
二
名
に
す
ぎ
な

い
。
残
り
五
名
は
、
一
七
世
紀
・
一
八
世
紀
は
じ
め
の
授
爵
家
系
に
属
す
る
者
⑤

⑧
と
本
人
の
代
に
授
爵
し
た
者
②
④
⑦
に
わ
け
ら
れ
る
。
訴
願
審
査
官
を
経
験
し

た
の
ち
監
察
官
に
抜
て
き
さ
れ
る
、
当
時
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
典
型
的
な
昇
進

コ
ー
ス
（
9
巳
。
♂
息
。
§
‘
噂
膨
⑦
O
為
9
σ
o
准
ρ
O
蕊
鬼
ま
…
●
：
。
特
●
藝
こ
や

刈
蕊
）
を
と
っ
た
者
が
こ
こ
で
も
三
名
②
④
⑧
い
る
が
、
貴
族
身
分
で
訴
願
審
査
官

を
勤
め
た
⑤
の
例
も
興
味
を
惹
く
（
専
門
職
と
し
て
の
訴
願
審
査
官
の
重
要
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ジ
ス
ト
リ

監
察
官
志
願
者
層
の
身
分
的
多
様
性
の
余
地
）
。
法
窟
職
か
ら
の
移
行
組
②
⑤
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
フ
イ
ツ
エ
　
　
コ
そ
ツ
セ
ま
ル

⑧
も
無
視
で
き
ず
、
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
ぬ
に
せ
よ
官
職
保
有
者
層
が
委
任
官

の
志
願
者
の
重
要
部
分
を
構
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
後
述
の
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ

の
場
合
に
み
る
と
岡
様
、
両
官
職
群
の
機
構
上
の
対
抗
と
経
歴
上
の
混
在
）
。

　
円
坂
後
に
グ
ル
ー
ダ
…
女
史
の
検
討
を
加
え
て
い
な
い
側
面
で
あ
る
が
、
在
任
中

の
業
績
か
ら
も
①
②
⑦
⑧
は
明
ら
か
に
改
革
派
の
監
察
官
で
あ
る
。

b。

ﾏ
b
。
。
。
噛
b
。
り
誌
9
U
o
覧
ρ
愚
梱
ミ
ニ
や
ト
⊃
0
9
ρ
鼠
聲
。
特
■
ミ
‘
や
㎝
。
。
（
一
）
…
℃
・
胃
。
當
噛

ミ
こ
や
ω
ど
隠
り
。
。
ρ
置
P
お
①
魍
H
。
。
令
一
㊤
押
憩
。
。
b
。
讐
b
。
。
。
。
。
噛
ω
ω
《
ω
。
。
伊
　
㊥
　
N
9
3
℃
．
ω
餅

自
国
。
。
彫
嘗
σ
q
霞
畠
㊦
選
G
餅
唾
罵
偏
心
㎎
伴
S
勘
舜
愚
・
o
詩
。

　
　
　
総
額
を
教
区
単
位
ま
で
住
罠
の
資
力
に
応
じ
再
割
当
さ
れ
た
。
い
ま
一
つ
は

　
　
②
　
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
で
の
対
応

　
州
三
部
会
を
も
た
ざ
る
地
、
ペ
イ
・
デ
レ
ク
シ
オ
ン
に
属
し
て
い
た
ボ
ル

　
　
ジ
エ
ネ
ラ
リ
テ

ド
ー
納
税
管
区
は
、
そ
の
内
部
に
二
種
類
の
タ
イ
ユ
が
共
存
す
る
税
制
史
上

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
特
異
な
地
域
で
あ
る
。

　
一
つ
は
ボ
ル
ド
ー
、
ペ
リ
グ
ー
、
サ
ル
ラ
各
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
の
タ
イ
ユ
・

ペ
ル
ソ
ネ
ル
（
人
的
タ
イ
ユ
）
の
地
で
あ
り
、
土
地
所
有
・
非
所
有
に
か
か

わ
り
な
く
平
民
個
人
に
か
け
ら
れ
る
も
の
で
、
監
察
官
区
に
割
当
て
ら
れ
た

ア
ジ
ャ
ソ
、
コ
ン
ド
ム
両
エ
ン
ク
シ
ォ
ン
の
タ
イ
ユ
・
レ
エ
ル
（
物
的
タ
イ

　
　
　
　
　
　
ト
ウ
ニ
ュ
じ
ル
コ
ロ
チ
ニ
リ
エ
　
ル

ユ
）
の
地
で
、
平
民
保
有
地
に
対
し
て
か
け
ら
れ
、
土
地
評
価
を
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ソ
　
ボ
　
ワ

共
同
で
お
こ
な
っ
て
作
成
し
た
土
地
台
帳
を
も
と
に
課
税
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
保
有
地
の
領
有
老
も
課
税
対
象
と
な
っ
て
負
担
を
分
か
ち
あ
う
反
面
、

分
益
小
作
人
そ
の
他
の
借
地
農
・
日
雇
農
の
ほ
か
非
土
地
所
有
者
（
領
有
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
も
保
有
者
で
も
な
い
）
の
職
業
民
は
免
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
然
、

王
圏
賦
役
の
タ
イ
ユ
付
同
税
化
は
、
同
税
負
抵
民
に
は
負
担
額
の
増
大
が
、

ま
た
免
除
者
に
も
、
買
戻
し
方
式
な
ら
、
新
な
金
銭
的
負
担
が
要
求
さ
れ
る
。

　
の
　
ま
ず
、
タ
イ
ユ
・
ペ
ル
ソ
ネ
ル
の
地
で
は
、
領
主
・
分
益
小
作
農
両

　
〔

層
か
ら
の
抵
抗
が
み
ら
れ
た
。
す
で
に
ボ
ル
ド
ー
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
内
で
は

メ
ド
ッ
ク
や
ア
ソ
ト
ル
・
ド
ゥ
ー
・
メ
ー
ル
地
方
を
中
心
に
、
葡
萄
栽
培
人

の
腕
を
奪
う
王
国
賦
役
の
不
服
従
運
動
が
一
七
五
〇
年
代
に
お
こ
り
、
一
七

六
二
年
八
月
に
は
租
税
院
建
議
に
よ
り
貴
族
直
領
地
の
作
付
・
耕
作
農
民
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
賦
役
免
除
を
政
府
に
認
め
さ
せ
て
い
た
。
監
察
宮
命
令
は
こ
う
し
た
地
方

特
典
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
租
税
簿
を
保
管
し
、
タ

イ
ユ
等
税
制
上
の
既
得
権
を
擁
護
す
る
立
場
の
租
税
院
、
そ
れ
に
多
く
の
葡

萄
作
付
地
所
有
者
た
る
高
等
法
院
法
官
層
を
軸
に
強
い
抗
議
の
声
が
あ
が
っ
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図2　Bordeaux高等法院管区
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図3Bordeaux　generalite内のelecti◎n

BordeauLx　ti
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　　　　コ　　　　タも　　　　．　　’　もも
　　　　も　’　　　　、、
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’election

　（D　．BordeauLx

　＠　Pe’rigueux

　＠　Sarlat

●ぎ④Agen
“　＠　Condom

Mirot．，　oP．　oゴち，　p。376　より

W王irot．，　oメ｝．6露．．　p．369　c］り

（election内のsubde16gation区分は省略）

　G6neralit6（納税管区）は，起源においてはbureau　du　tr6sor（王国財務局）の管轄に属する

財務行政上の区分で，フランソワ1世がその下に17のrecette　g6nerale（総収税局）を設けてタ

イユ，御用金，王領地収入を徴収させたのが始まりである。のちこの権限を監察官が統轄するこ

ととなり，地方財務官の指揮やタイユの教区毎配賦をおこなった。原剤的にgen6ralit6はhl－

tendanceに一致するが，監察官はほかにも上座裁判所や下級三E立裁判所（バイヤージュなど）

の判決の審査，訴追権をもち，移管にともなう国王裁判権の直接行使，それに警察権をもってい

て，その管轄範囲は2つの9ξn6ra］iteを含む場合もあった。（例3ギエンヌ・ガスコ一団ュ地

方の監察官1人にたいしボルドー，オーク両納税管区や，ラソグドツク地方の監察官1人にモン

ペリエ，ツールーズ両納税管区の存在）。ルイ14世期宋までに31の管区をかぞえ，革命前には34
に達した。

　なお，intendantの訳語は，千葉治男『ルイ14抵一フランス絶対王政の虚実一』（清水書
院，昭和46年）65頁以下で国王監察官となつ一（おり，正式の名称intendant　de　justice，　police

et　finances，　commissaire　departi　en　telle　generalite　pour　1’ex6cution　des　ordres　du　roi

に最も忠実と思われるので本文でもこれを採用した。
　Marion，　Dictio？rnaire　des　i7tstitutions．．．．．．oP．　ait．，　pp．　259－260；　R．　Mousnier，　Etat　et　socie’te’

e71　France　al，．x　XY∫e　et　XVIUe　siboles，　paris，　pp．109－120；野田良之，本文前掲｛聾373頁。

本書では地方総監となっており，他にもこの訳をとるのが多いが財務総監とは問格でないので避

けた方が無難であろう。

　Election（徴税管区）は，14匿紀なかばに全國三部会が普及させたもので，タイユの配賦，シ

ュブシード（全国王都会が可決した御用金）の徴収を監視するエリユとよばれる役人の管轄区域

であり，州三部会所在の州や国境州以外の州（ペイ・デレクション）を区分している。このエリ

ユは徴税にかんして財務局に従属しているが（したがって納税管区の下部単位），配賦・微口上

の訴訟を処理する法廷の構成員で，16世紀にその上訴法廷としてCour　des　aidesが分離する。

16世紀中に売宮欄に移行したが，国…E監察官の制度の拡充する17，18世紀にはエリユ固有の権限

は侵犯され人員の不足をかこつほどになった。1789年には全羅で178の管区が存在した。Marion，
oメ），eit．，　PP，198－201；野E日前季易琶｝　368，　376，　394，　395頁。

Subd616gationについて1ま，一，注⑳を参照。
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⑫た
。
そ
れ
は
直
領
地
農
民
へ
の
指
示
を
も
伴
っ
た
が
、
余
分
の
負
担
を
供
す

る
こ
と
に
な
る
作
付
人
等
自
身
の
不
満
も
あ
り
、
ボ
ル
ド
ー
、
メ
ド
ッ
ク
両

シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ン
内
教
区
で
無
為
に
よ
る
抵
抗
ば
か
り
か
、
徴
税
人
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
暴
行
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
特
典
の
な
い
ペ
リ
グ
ー
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
内
で
も
、
同
シ
ュ
ブ

デ
レ
ガ
シ
ォ
ソ
内
で
反
響
戻
し
一
揆
が
勃
発
し
、
監
察
官
の
譲
歩
で
労
役
提

　
　
　
　
　
　
　
⑭

供
処
置
が
と
ら
れ
た
。
だ
が
、
サ
ル
ラ
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
の
テ
ィ
ヴ
ィ
エ
で

は
事
憐
が
異
り
、
リ
ム
ー
ザ
ソ
に
近
い
同
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ソ
で
は
テ
ユ

ル
ゴ
ー
監
察
官
時
代
の
改
革
の
成
果
が
伝
え
ら
れ
、
買
戻
し
が
順
調
に
お
こ

　
　
　
　
　
　
⑮

な
わ
れ
た
と
い
う
。

　
幻
　
次
に
南
部
の
タ
イ
ユ
・
レ
エ
ル
の
地
で
あ
る
が
、
ま
ず
市
民
的
保
膚

　
〔

地
多
く
は
き
詳
密
。
薩
。
｝
窪
号
ω
の
所
有
者
が
問
題
に
な
る
。
か
れ
ら
は
平

素
タ
イ
ユ
の
た
て
か
え
払
い
を
す
る
上
に
所
有
地
に
働
く
小
作
入
、
ジ
ュ
ル

ナ
リ
エ
の
人
力
供
出
を
お
こ
な
っ
て
か
れ
ら
に
一
定
の
手
当
を
与
え
て
い
た

の
が
、
サ
ン
モ
ー
ル
の
改
革
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
選
択
を
一
実
際
上
は
金
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
強
要
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
金
納
額
と
そ
れ
ま
で
の
代
人
へ
の
賃

払
額
の
比
較
可
能
な
数
字
は
な
い
が
、
カ
ス
テ
ル
ジ
ャ
ル
ー
に
タ
イ
ユ
負
課

租
地
も
つ
評
定
官
が
金
納
強
制
を
不
満
と
し
て
ボ
ル
ド
ー
法
院
へ
提
訴
し
て

　
　
　
　
　
⑰

い
る
例
が
あ
る
。

　
農
民
保
有
地
の
場
合
は
、
タ
イ
ユ
じ
た
い
は
領
主
が
支
払
う
も
の
の
、
保

有
農
自
身
が
黒
影
、
賦
役
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
、
買
戻
し
が
成
功

す
る
か
否
か
は
、
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
が
代
納
額
を
必
要
労
役
評
価
額
か
ら
ど
れ

ほ
ど
減
額
し
て
示
す
か
、
ま
た
労
役
提
供
の
節
は
い
か
に
生
活
資
料
を
保
障

す
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
点
で
ア
ジ
ャ
ソ
・
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ソ

内
エ
ス
パ
レ
教
区
で
は
全
負
二
者
へ
の
納
税
門
派
に
た
い
し
減
額
が
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
不
服
と
し
て
納
税
不
能
を
教
区
代
理
人
が
宣
し
、
一
方
、
モ

ソ
フ
ラ
ソ
カ
ソ
や
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
・
シ
ュ
ル
・
惚
－
周
辺
の
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ

シ
ォ
ン
（
以
上
い
ず
れ
も
ア
ジ
ャ
ソ
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
）
で
は
む
し
ろ
蛍
役

を
よ
し
と
し
、
租
税
院
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
い

　
⑱

わ
れ
、
コ
ソ
ド
ム
・
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ソ
で
は
監
察
官
が
貧
し
い
保
有
農

層
に
小
鷺
輸
送
な
ど
の
救
済
策
を
嵩
じ
た
こ
と
も
あ
っ
て
労
役
提
供
が
円
滑

に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
マ
ル
マ
ソ
ド
と
バ
ザ
ス
の
一
部
教
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

（
ア
ジ
ャ
ン
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
）
で
は
買
戻
し
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
だ
が
農
民
保
有
地
に
あ
っ
て
は
領
有
者
た
る
者
の
動
向
が
事
態
を
左
右
し

た
。
カ
ス
テ
ル
ジ
ャ
ル
ー
や
モ
ン
・
ド
・
マ
ル
サ
ン
（
と
も
に
コ
ン
ド
ム
・

エ
レ
ク
シ
ォ
ン
内
）
で
は
、
ロ
メ
ニ
ー
ら
当
地
に
領
地
を
も
つ
高
等
法
院
評

定
官
じ
し
ん
の
法
院
へ
の
提
訴
が
み
ら
れ
、
ま
た
保
有
民
に
た
い
し
法
院
へ

の
調
査
依
頼
を
そ
そ
の
か
せ
る
例
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
サ
ン
モ
…
ル
が
タ
イ
ユ
・
レ
エ
ル
の
地
で
公
正
・
完
全
を
期
す
べ

く
、
職
能
別
等
級
に
わ
け
て
負
課
さ
れ
、
こ
の
宿
す
で
に
経
常
化
し
て
い
た
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キ
ャ
ピ
タ
シ
ォ
ン
の
税
簿
を
基
礎
に
買
戻
し
額
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と

か
ら
、
ア
ジ
ャ
ソ
で
は
こ
れ
に
よ
っ
て
新
た
に
課
税
対
象
と
な
る
分
益
小
作

農
が
強
い
抵
抗
を
示
し
た
し
、
穿
土
地
所
有
の
医
師
・
執
達
吏
ら
が
教
区
集

会
で
住
民
に
働
き
か
け
反
対
の
意
志
表
示
を
な
さ
し
め
た
。
た
だ
、
分
益
小

作
農
の
運
動
の
底
に
は
、
キ
ャ
ピ
タ
シ
ォ
ソ
を
丁
々
に
は
徴
集
さ
れ
な
い
畏

族
領
主
が
、
公
道
の
建
設
に
共
同
の
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
な
い
と
の
非
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
領
主
と
農
民
の
間
の
租
税
制
を
め
ぐ
る

潜
在
的
対
立
が
露
呈
し
は
じ
め
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

　
以
上
を
要
約
す
る
に
、
州
内
の
地
域
別
・
身
分
別
に
多
様
な
対
応
が
指
摘

で
き
、
単
純
に
は
総
括
し
が
た
い
。
も
と
よ
り
当
時
と
し
て
は
政
府
が
王
国

全
体
で
斉
一
的
な
解
決
策
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、
ギ
エ
ソ
ヌ

州
の
場
合
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
二
つ
の
税
制
地
域
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
む
し

ろ
高
等
法
院
の
反
抗
を
勢
い
づ
け
る
面
も
あ
っ
た
。
反
抗
の
腹
接
的
理
由
は

異
る
が
い
ず
れ
の
地
に
所
領
を
も
つ
法
官
層
も
、
膝
下
の
領
民
に
対
す
る
政

府
の
干
渉
と
う
け
と
め
、
監
察
官
の
権
限
は
既
定
の
税
額
の
配
賦
に
だ
け
あ

る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
役
人
層
も
権
臣
の

侵
犯
を
不
満
と
し
、
サ
ル
ラ
や
ネ
ラ
ッ
ク
の
よ
う
に
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
の
下
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

働
く
徴
税
人
の
業
務
を
妨
害
し
た
例
も
あ
る
。

　
結
局
、
教
区
住
民
が
選
択
岐
の
い
ず
れ
か
な
り
と
も
と
る
か
ど
う
か
は
、

専
ら
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
高
等
法
院
法
官
や
ボ
ル
ド
ー
衛
役
人
、
市
町

村
長
、
教
区
代
理
人
ら
の
影
響
力
を
、
監
察
官
の
指
揮
や
シ
ェ
プ
デ
レ
ゲ
の

熱
意
が
凌
ぐ
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
概
し
て
ボ
ル
ド
ー
・
エ
レ
ク
シ
ォ

ン
の
如
き
高
等
法
院
の
膝
　
兀
で
は
、
労
役
・
買
戻
し
い
ず
れ
を
も
禁
じ
る
布

令
が
威
力
を
も
ち
、
バ
ザ
ス
、
ペ
リ
グ
ー
、
コ
ン
ド
ム
の
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ

ォ
ソ
の
よ
う
に
ボ
ル
ド
ー
よ
り
隔
っ
て
い
る
地
ほ
ど
監
察
官
の
積
極
策
が
奏

功
し
た
と
い
え
る
。
監
察
官
の
も
と
で
徴
税
人
の
指
定
・
微
税
指
揮
に
あ
た

っ
た
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
に
つ
い
て
も
、
在
地
の
上
座
裁
判
所
官
職
保
有
者
な
ど

か
ら
任
用
さ
れ
た
者
が
少
く
な
い
が
、
こ
れ
も
ボ
ル
ド
ー
か
ら
離
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

管
区
ほ
ど
精
力
的
に
働
き
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
な
ぜ
サ
ソ
モ
ー
ル
在
任
中
に
当
州
で
王
国
賦
役
が
消
滅
し
な
か
っ
た

か
。
反
対
勢
力
の
存
在
の
ほ
か
に
、
中
央
に
お
け
る
政
策
主
体
の
一
貫
性
の

欠
如
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
ネ
ッ
ケ
ル
財
務
長
官
は
サ
ソ
モ
ー
ル
の
意
気
込
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
対
応
す
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
原
則
的
支
持
を
与
え
て
い
た
が
、

｝
七
八
｝
年
五
月
に
辞
職
す
る
と
、
後
任
の
フ
ル
ー
リ
は
中
央
財
政
と
同
様
、

地
方
租
税
で
も
高
等
法
院
の
了
解
下
の
改
革
を
旨
と
し
、
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
法

廷
に
よ
る
徴
収
人
へ
の
裁
判
権
や
、
高
等
法
院
か
ら
の
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
免
職

要
求
（
モ
ソ
・
ド
・
マ
ル
サ
ソ
の
例
）
を
容
認
し
て
い
る
。
一
七
八
四
年
三

月
に
は
、
ア
ジ
ャ
ソ
、
コ
ソ
ド
ム
、
ダ
ッ
ク
ス
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
で
の
、
タ
イ

ユ
税
簿
・
キ
ャ
ピ
タ
シ
ォ
ソ
税
簿
併
用
に
よ
る
買
戻
負
担
の
公
正
化
を
期
す

監
察
官
命
令
を
、
フ
ル
ー
リ
が
廃
棄
し
た
（
一
七
八
二
年
三
月
）
の
に
勢
を
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え
た
高
等
法
院
が
二
年
後
に
は
一
七
七
七
年
以
来
の
賦
役
行
政
の
検
事
総
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

名
で
の
調
査
請
求
を
す
る
ま
で
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
こ
の
紛
争
は
一
七
八
六
年
、
カ
ロ
ン
ヌ
財
務
総
監
の
在
任
中
に
、

三
年
間
の
猶
予
期
閲
つ
き
王
国
賦
役
廃
止
で
一
応
け
り
が
っ
く
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
よ
り
先
、
争
点
は
薪
展
開
を
み
せ
て
い
た
。
一
七
七
九
年
八
月
に
表
面

に
で
た
、
ギ
エ
ソ
ヌ
州
を
ペ
イ
・
デ
タ
に
せ
よ
と
の
高
等
法
院
の
要
求
が
こ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
国
賦
役
の
代
納
も
含
む
各
種
課
税
へ
の
、
法
服
貴
族

層
の
主
体
性
回
復
の
動
き
で
あ
り
、
一
七
八
七
年
に
は
一
層
、
意
識
的
に
追

求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑨
近
没
壁
虎
ン
ヌ
州
制
史
と
し
て
は
、
い
頃
レ
戸
ω
巴
日
o
P
↓
ぎ
の
8
帖
ミ
黛
§

　
9
這
勲
等
§
§
噛
噛
こ
ぎ
9
ミ
§
き
O
馬
薫
§
絶
（
瓢
。
芝
磯
9
ぎ
ド
雪
㎝
）
℃
．
謡
8

　
Q
。
O
伊
ω
ミ
．
州
三
都
会
は
ア
ン
リ
四
世
の
と
き
（
一
六
〇
三
年
）
の
八
一
レ
ク
シ

　
ォ
ソ
導
入
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
。

⑩
野
田
良
之
閃
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）
上
巻
㈲
三
八
二

　
頁
。
℃
Φ
貿
8
、
愚
。
ミ
こ
や
置
－
一
㎝
…
U
o
覧
ρ
。
賢
ミ
“
こ
℃
』
ご
野
U
①
ω
α
q
鋤
く
㊦
。
。
噛

　
い
葺
く
δ
智
一
三
ρ
ロ
ρ
舞
ロ
。
。
輔
ρ
勺
p
ユ
。
・
o
け
■
（
ω
o
斉
一
p
α
貯
o
o
江
。
嵩
山
ε

　
b
d
ミ
§
§
ミ
§
い
N
暮
雲
魯
驚
や
G
ゆ
b
。
・
サ
ン
モ
ー
ル
の
在
任
中
、
バ
イ
ヨ
ン

　
ヌ
、
ダ
ッ
ク
ス
の
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
が
ボ
ル
ド
ー
納
税
管
区
に
編
入
さ
れ
た
。

⑭
　
℃
Φ
冒
O
戸
O
》
ミ
‘
や
H
P
酌
Q
。
旧
U
O
覧
ρ
O
憶
■
ミ
‘
や
悼
Q
。
ω
．
ド
イ
ル
は
租

　
学
院
構
成
員
の
直
領
地
雇
農
（
Φ
ヨ
覧
。
愚
）
が
免
除
の
瞬
象
と
な
っ
た
と
し
て
い

　
る
。
直
領
地
経
営
形
熊
…
に
つ
い
て
は
二
A
参
照
。

⑫
原
則
的
に
王
醐
基
本
法
に
適
う
も
の
と
し
て
賦
役
を
肯
定
し
て
い
た
こ
と
、
し

　
た
が
っ
て
テ
ユ
ル
ゴ
ー
一
七
七
四
年
の
改
革
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
は
、
じ
d
属
い
－

　
げ
⇔
。
b
。
9
℃
や
㎝
1
卜
。
↓
「

⑬
き
ミ
”
や
お
・

⑭
N
伽
裁
‘
竈
誌
？
鳶
．

⑮
N
ミ
3
電
誌
や
愈
■

⑯
　
U
o
覧
ρ
愚
．
ミ
ニ
や
b
。
G
。
野
ボ
ル
ド
ー
法
院
構
成
員
で
こ
の
種
の
土
地
所
有
者

　
は
少
く
と
も
U
窪
σ
q
＄
a
ユ
。
＜
貯
舘
巴
長
宮
ほ
か
三
二
（
評
定
官
）
い
る
。

　
§
帖
熱
℃
．
無
た
と
え
ば
ア
ジ
ュ
ネ
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
内
マ
ル
マ
ン
ド
・
シ
ュ
ブ

　
デ
レ
ガ
シ
ォ
ン
で
は
全
タ
イ
ユ
対
象
者
か
ら
九
八
ト
ワ
ー
ズ
（
一
九
六
m
）
の
道

　
路
工
事
に
二
二
四
リ
ー
ヴ
ル
六
ス
ー
八
ド
ニ
エ
の
タ
イ
ユ
附
加
税
を
課
し
て
い
る
。

　
勺
。
胃
。
戸
。
笹
驚
覧
二
や
ω
蒔
●

⑰
U
o
覧
ρ
。
》
ミ
‘
や
ト
⊃
。
。
ゆ

⑱
園
磐
巴
ミ
教
区
”
弓
。
貿
。
戸
愚
凸
ミ
己
や
鍵
…
護
§
油
B
三
戸
ミ
§
a
鴨
鴨
ミ
馬
一

　
向
ミ
も
。
き
心
や
ω
？
ω
Φ
ア
ジ
ャ
ソ
・
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ン
の
サ
ソ
ト
・
ア
ボ

　
ン
ダ
ン
ス
教
区
の
賦
役
民
は
　
七
七
九
年
に
は
六
一
〇
台
の
輪
送
荷
車
の
供
出
で

　
す
ん
だ
の
が
八
○
年
に
は
二
八
八
○
台
に
も
増
え
た
と
い
う
。

⑲
O
o
巳
。
邑
”
N
驚
斜
や
。
。
ρ
玉
食
ヨ
㊤
鼠
⑦
鱒
き
ミ
’
や
。
。
。
。
’
ω
㎝
（
。
。
α
）
”
切
雪
器
”

　
N
ミ
画
魑
や
蕊
●
バ
ザ
ス
で
は
七
教
区
が
附
加
税
、
一
教
区
が
労
役
実
施
、
八
九

　
教
区
は
ど
ち
ら
も
し
て
い
な
い
。

⑳
N
黛
斜
‘
唱
為
O
為
ど
や
。
。
㎝
．

⑳
N
驚
3
℃
や
。
。
卜
。
あ
。
。
嚇
O
o
覧
P
o
特
■
ミ
‘
噂
』
。
。
伊
い
く
つ
か
の
農
村
共
同
体
で

　
よ
り
公
正
な
タ
イ
ユ
税
調
を
基
礎
と
す
る
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
U
④
ω
σ
q
雷
く
。
・
。
リ

　
ミ
肺
こ
9
瑞
‘
や
凹
ρ

⑫
　
℃
①
嘱
昌
戸
。
賢
職
蝋
こ
℃
・
蒔
α
ム
①
，
監
察
官
は
こ
れ
に
対
し
、
「
コ
ル
ヴ
ェ
を
含
む

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
リ
　
　
う

　
現
物
租
税
を
代
納
す
る
場
合
は
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
法
廷
に
付
す
べ
き
問
題
で
な
い
」

　
と
の
見
解
を
と
っ
た
。
N
ぴ
ミ
も
・
鳶
（
霧
Y

⑳
　
」
ミ
3
や
齢
・

⑭
　
σ
o
覧
ρ
愚
．
ミ
ニ
℃
や
b
。
も
。
継
l
b
。
。
。
㎝
幽
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⑳
野
U
。
ω
α
q
冨
く
㊦
ω
、
譜
。
・
ω
呂
9
一
罐
㊤
賦
。
湯
。
け
ざ
ω
。
。
¢
9
傘
£
蝕
ω
α
Φ
げ

　
σ
q
曾
曾
巴
凶
駐
留
切
o
a
o
磐
x
p
⊃
昌
丸
く
H
H
H
。
匹
9
一
ρ
偶
亀
虫
”
』
噛
§
ミ
羽
§

　
」
§
ミ
”
お
㎝
蒔
℃
℃
・
ば
Q
。
占
㎝
傘
　
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
は
適
訳
な
い
。
野
田
前
掲
書
の
副

　
代
官
は
パ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
官
職
者
と
混
剛
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
適
当
で
な
か
ろ
う
。

　
し
い
て
つ
け
れ
ば
監
察
補
佐
官
か
。
こ
の
官
職
は
、
駝
察
官
な
ど
派
遣
委
任
官
の

　
慣
行
化
し
て
い
た
再
任
権
に
も
と
ず
き
、
当
初
は
納
税
者
の
減
税
要
求
の
調
査
な

　
ど
部
分
的
な
特
定
任
務
を
委
任
さ
れ
た
私
的
コ
ミ
ッ
セ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
、
一
六

　
九
五
年
の
第
一
次
キ
ャ
ピ
タ
シ
ォ
ン
の
導
入
い
ご
同
税
の
徴
税
業
務
を
全
面
．
的
に

　
委
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
〇
四
、
〇
五
年
に
一
時
売
官
柵
と
な
る
が
｝

　
七
一
五
年
い
ご
委
任
官
と
し
て
の
職
が
確
立
し
、
一
七
五
〇
年
頃
よ
り
任
用
が
特

　
に
活
発
化
し
た
。
吉
田
弘
夫
「
ア
ソ
タ
ン
ダ
ソ
制
に
お
け
る
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
官
職

　
の
売
買
に
つ
い
て
（
上
）
・
（
下
）
ー
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
を
中
心
に
」
　
『
北
海
道
教
育

　
山
人
学
紀
要
』
、
　
笈
翔
　
都
二
二
巻
一
図
二
曹
ー
二
四
頁
、
　
二
筋
写
五
九
－
六
五
百
ハ
。

　
鼠
鈴
ユ
9
y
b
驚
識
。
§
§
帖
㌣
馬
…
…
o
㌧
・
鼠
艦
こ
娼
℃
■
鰹
O
I
認
O
　
マ
リ
オ
ン
は
多
く
の
陳

　
清
書
に
あ
ら
わ
れ
た
廃
止
請
求
を
も
っ
て
こ
の
官
職
の
総
括
的
評
価
に
代
え
て
い

　
る
が
、
熱
考
を
要
す
る
。
一
七
〇
四
年
に
は
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
庁
ご
と
に
シ
ュ
ブ
デ

　
レ
ゲ
が
配
醗
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
増
設
さ
れ
、
ボ
ル
ド
…
納
税
管
区
で
も
一
八
世

　
紀
後
半
に
置
。
算
娼
。
暮
噛
冨
。
昌
ゆ
窪
ρ
鉱
口
層
0
9
簿
凌
O
昌
p
騨
な
ど
が
分
岐
・
藷
設

　
さ
れ
、
間
納
税
管
区
（
五
エ
レ
ク
シ
ォ
ン
）
で
二
五
シ
ュ
ブ
デ
レ
ガ
シ
ォ
ン
を
数

　
え
た
。
一
七
〇
〇
年
以
後
、
一
七
五
〇
年
ま
で
の
就
任
者
で
前
職
（
マ
リ
オ
ン
前

　
掲
書
か
ら
は
同
蒔
遂
行
も
あ
り
え
た
こ
と
が
観
え
る
）
凋
明
す
る
二
九
名
中
二
二

　
名
（
七
六
％
）
が
上
座
裁
判
所
、
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
裁
判
所
の
総
代
官
、
評
定
官
、

　
検
寮
な
ど
の
官
職
保
有
者
で
あ
る
。
吉
田
氏
も
売
官
期
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
州
に
つ

　
い
て
同
様
の
事
実
を
指
摘
。
音
田
、
前
掲
論
文
第
二
号
六
八
～
六
九
頁
。
子
弟
、

　
甥
な
ど
血
縁
者
に
よ
る
襲
官
は
二
例
の
み
。
し
か
る
に
一
八
世
紀
後
半
は
こ
の
官

　
職
保
有
者
の
比
率
は
減
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
七
七
五
～
九

　
〇
年
の
問
に
就
任
し
た
者
で
職
業
記
載
あ
る
の
は
八
名
で
あ
る
が
、
右
種
の
官
職

　
保
有
者
は
四
書
。
サ
ソ
モ
…
ル
監
察
官
就
任
時
点
　
七
七
穴
年
の
在
任
者
で
は
一

　
二
名
中
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
血
縁
者
に
よ
る
襲
官
は
同
晴
点
で

　
の
在
任
者
で
一
〇
例
に
の
ぼ
る
（
職
業
非
記
載
者
も
含
む
）
。
襲
官
者
は
す
で
に

　
前
任
者
の
助
手
を
し
て
い
た
揚
合
が
多
く
、
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
職
の
専
門
化
の
傾
向

　
が
よ
め
る
。
奪
ミ
リ
℃
℃
．
嵩
O
」
黛
（
H
）
～
（
胡
Y

⑳
ネ
ッ
ケ
ル
は
地
方
的
多
様
性
に
応
じ
て
と
の
原
則
を
サ
ン
モ
ー
ル
に
喚
起
し
て

　
お
り
、
監
察
官
の
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
は
方
針
で
は
な
か
っ
た
。
勺
3
、
H
o
戸

　
o
》
ミ
こ
や
窪
（
窃
窃
）
脇
座
O
『
磐
σ
q
ρ
富
恥
ミ
駄
禽
§
審
S
ミ
（
勺
輿
凶
。
。
㍉
㊤
謹
）

　
娼
℃
．
も
。
①
G
。
一
。
ゆ
お
噸

⑰
℃
。
買
2
嚇
。
賢
ミ
‘
署
．
謡
－
鐸
。
。
？
。
。
餅

⑳
u
o
覧
ρ
。
尽
三
唱
■
卜
。
。
。
？
b
。
。
。
刈
．

ニ
　
ボ
ル
ド
ー
諸
身
分
の
分
析

　
　
　
A
　
法
服
貴
族
層

　
一
八
世
紀
を
通
し
て
各
地
の
高
等
法
院
が
職
能
的
・
身
分
的
閉
鎖
性
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
て
い
た
こ
と
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
の
四
分
の
一
世
紀
に
つ

い
て
は
エ
グ
レ
の
興
味
深
い
調
査
が
あ
る
。
一
七
七
四
年
か
ら
八
九
年
の
間

に
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
に
就
園
し
た
平
服
評
定
宮
は
四
〇
名
で
あ
る
が
、
こ

の
う
ち
で
高
等
法
院
官
職
者
外
の
家
系
よ
り
就
延
し
た
者
は
二
六
名
（
六
五

％
）
も
お
り
、
爵
位
を
未
だ
獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
者
は
一
四
名
（
三
五
％
）

に
達
す
る
。
全
国
の
高
等
法
院
に
関
す
る
同
様
の
調
査
で
は
、
こ
の
数
字
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

平
均
、
そ
れ
ぞ
れ
六
二
％
、
一
八
％
で
あ
り
、
職
能
的
に
は
僅
か
な
が
ら
、

身
分
約
に
は
か
な
り
、
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
の
閉
鎖
性
の
う
す
さ
を
示
し
て
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い
る
。
こ
の
判
断
は
ド
イ
ル
と
一
致
す
る
が
、
理
由
は
ド
イ
ル
に
よ
れ
ば
、

西
イ
ン
ド
諸
島
と
の
交
易
で
財
産
を
き
ず
い
た
ボ
ル
ド
ー
貿
易
商
人
が
み
ず

か
ら
（
あ
る
い
は
国
王
書
記
官
職
購
入
商
人
が
嫡
男
の
た
め
に
）
法
官
職
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

購
入
す
る
傾
向
が
相
対
的
に
強
く
存
在
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
次
に
高
等
法
院
法
富
層
の
土
地
経
営
で
あ
る
が
、
パ
リ
の
そ
れ
が
利
子
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

主
要
な
収
入
源
と
し
て
い
た
の
に
比
し
、
ボ
ル
ド
ー
の
場
合
は
圧
倒
的
に
土

地
か
ら
の
収
益
、
そ
れ
も
葡
萄
酒
販
売
に
依
存
し
て
お
り
、
一
七
五
五
年
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

点
で
法
官
六
八
家
族
の
全
収
入
中
七
三
％
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。

　
ボ
ル
ド
…
周
縁
半
径
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ラ
ン
ド
、
メ
ド
ッ
ク
、
ソ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

テ
ル
ヌ
、
ア
ソ
ト
ル
・
ド
ゥ
・
メ
ー
ル
の
耕
地
の
％
は
葡
萄
栽
培
地
で
、
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
た
り
よ
く
石
灰
岩
石
と
沖
積
土
に
綾
わ
れ
た
地
質
が
そ
れ
に
適
し
て
い
た
。

葡
萄
栽
培
地
面
積
は
、
ボ
ル
ド
ー
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
管
区
内
で
も
三
、
三
三

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
四
大
銘
柄
品
（
メ
ド
ッ
ク
、
グ
ラ

ー
ヴ
、
ペ
ッ
ク
・
ダ
ソ
ベ
ス
、
ソ
ー
テ
ル
ネ
）
の
作
付
面
積
の
七
〇
％
は
法

服
貴
族
を
中
心
と
し
た
貴
族
身
分
の
経
営
に
よ
る
も
の
で
、
葡
萄
生
産
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
て
法
服
貴
族
層
の
占
め
る
重
要
性
が
う
か
が
え
る
。
か
れ
ら
は
、
作
業
監

督
宮
は
置
い
て
も
借
地
請
負
は
さ
せ
ず
、
分
益
小
作
制
す
ら
も
ソ
ー
テ
ル
ヌ

を
除
い
て
は
衰
退
気
味
で
、
労
賃
上
昇
の
少
か
っ
た
賃
雇
用
労
働
に
依
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
、
そ
の
際
収
穫
物
は
地
主
に
収
納
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら

拡
ド
ダ
ソ
政
権
時
の
作
付
規
制
令
に
た
い
し
て
は
作
付
自
由
を
主
張
し
（
一

七
二
五
年
）
、
外
寸
確
保
の
た
め
の
負
課
た
と
え
ば
テ
レ
ー
の
入
市
税
（
一

七
七
〇
年
）
、
カ
ロ
ソ
ヌ
の
印
紙
税
（
一
七
八
五
年
）
に
は
流
通
・
取
引
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

自
由
を
た
て
に
抵
抗
し
た
。
他
面
、
ガ
ロ
ソ
ヌ
川
ラ
ソ
ゴ
ン
よ
り
上
流
の
生

産
者
に
対
し
て
は
、
ボ
ル
ド
ー
市
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
在
住
の
法
官
層
は
甫
役

人
層
と
と
も
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
資
格
者
と
し
て
商
品
へ
の
優
遇
慈
愛
が
認
め
ら

れ
て
お
り
、
葡
萄
酒
の
市
内
販
売
税
の
免
除
、
特
定
期
間
の
排
他
的
販
売
権
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

輸
出
用
倉
庫
へ
の
保
管
縫
を
享
受
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
販
売
価
格
の

下
落
や
、
栽
培
地
の
上
流
地
域
へ
の
無
限
拡
大
を
も
た
ら
す
よ
う
な
テ
ェ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ゴ
ー
の
自
由
化
・
流
通
規
制
の
完
廃
に
は
あ
く
ま
で
反
対
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
、
ケ
ル
シ
ー
、
ア
ジ
ュ
ネ
、
コ
ン
ド
モ
ワ
各
地
域
の
生
産
翫
禰
、
取
引
商

人
は
毎
年
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
翌
九
月
入
日
ま
で
で
な
け
れ
ば
商
贔
の
市
内
搬

入
を
許
さ
れ
ず
、
許
容
期
間
内
で
も
輸
出
む
け
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
州
特
権
の
擁
護
者
を
慮
称
す
る
高
等
法
院
地
主

層
の
も
つ
二
面
性
で
あ
る
が
、
た
だ
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
か
れ
ら
が
経
済
活
動

の
特
権
者
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ッ
ク
に
否
認
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
政
治
的
激
動
を
む
か
え
る
一
七
九
二
年
ま
で
は
少
く
と
も
、
非
特
権
地

域
産
の
葡
萄
酒
取
扱
商
人
一
一
七
八
六
年
い
ご
海
外
貿
易
の
展
望
を
ひ
ら

い
て
い
た
一
と
相
混
じ
り
、
内
外
交
易
を
保
証
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
の
「
相
対
的
雪
意
性
」
と
い
っ
て
も
エ
カ
の
極
に
は

法
服
象
系
に
入
っ
て
四
代
目
に
あ
た
る
ル
ベ
ル
ト
ソ
首
席
長
官
（
一
七
三

118 （118）



王政改革期のギエンヌ州（岡本）

三
年
評
定
官
職
就
任
、
　
一
七
六
六
年
よ
り
長
病
職
）
の
よ
う
な
典
型
的
な
法

服
貴
族
の
一
派
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
サ
ソ
ト
・
ド
マ
ソ
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グ
島
の
砂
糖
プ
ラ
ン
タ
ー
で
一
七
六
八
年
に
次
席
検
事
職
を
購
入
し
て
初
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ρ
O
ヨ
づ
一
〇
ω
＝
O
魔
く
Φ
僧
二
×

て
家
門
と
も
法
服
層
に
入
っ
た
デ
ュ
パ
テ
ィ
ら
「
新
　
参
　
者
」
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
異
和
感
も
き
わ
だ
っ
て
お
り
、
そ
こ

　
　
　
　
　
詑
　
　
　
　
　
　
　
に
は
官
職
の
新
旧
理
念
の
ち
が
い
さ
え

　
　
　
　
㎞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
　
伽
　
　
　
　
　
　
　
　
指
摘
で
き
る
。
一
七
七
八
年
、
円
形
帽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
宮
職
を
デ
ュ
パ
テ
ィ
が
購
入
し
、
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
任
せ
ん
と
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
阻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ル
ベ
ル
ト
ソ
派
と
の
聞
で
対
立
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

亀
も

’

r

　　　　　Tartas
　　　　　　e　・

　　　eDax

eBayonne

．Mont一一de－Marsap　T””

　　　　　　　　　　　　　　．Auch

　ePau
　　　　　　　　　　eTarbes

　　　　　　　　　　　eBigorre

　　　　4図ギエンヌ地方図

じ
、
こ
れ
に
モ
ー
プ
ー
最
高
司
法
会
議

へ
の
加
担
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ド
ン
派
と
ル

ベ
ル
ト
ソ
派
の
旧
来
の
派
閥
対
立
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
ん
で
事
態
は
こ
じ
れ
た
が
、
ボ
ル
ド

ー
法
院
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
内
訂
の

深
刻
さ
に
こ
そ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
高
等
法
院
地
主
は
一
八
世

紀
の
葡
萄
栽
培
熱
に
う
こ
か
さ
れ
、
経

営
地
の
拡
大
の
た
め
共
同
地
分
割
権
や

先
買
権
、
買
戻
し
権
、
回
収
権
、
土
地

の
一
方
的
交
換
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
主
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⑰

権
に
訴
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
単
純
に
領
主
反
動
と
よ
ぶ
こ

と
に
は
、
葡
萄
栽
培
そ
の
も
の
が
、
フ
ォ
ー
ド
や
ド
イ
ル
の
認
め
る
ご
と
く

賃
雇
用
に
せ
よ
提
督
小
作
に
せ
よ
、
本
質
的
に
は
地
主
制
に
基
礎
を
お
く
も

の
だ
け
に
購
躇
さ
れ
る
。
端
的
に
は
そ
れ
は
領
主
が
私
的
地
主
化
し
て
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
ま
を
示
し
て
い
よ
う
。
た
だ
高
等
法
院
と
し
て
は
そ
う
し
た
手
段
と
し
て

の
領
主
権
の
行
使
を
法
認
す
る
立
場
に
あ
り
、
こ
の
点
で
は
ル
ベ
ル
ト
ソ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

デ
ュ
ド
ソ
も
同
一
基
盤
に
た
っ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
さ
き
に
述
べ
た
高
等
法
院
内
抗
争
は
王
制
改
革
の
浸
透
を

促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
抗
争
の
た
め
、
一
七
八
○
～
八
一
年

の
ネ
ッ
ケ
ル
に
よ
る
二
〇
分
の
一
税
増
徴
や
、
上
座
裁
判
所
の
権
限
拡
大
を

定
め
た
勅
令
へ
の
抵
抗
を
弱
め
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
両
施
策
は
、
や
は
り

王
制
改
革
の
一
環
で
、
カ
ロ
ン
ヌ
税
制
、
ラ
モ
ワ
ニ
ヨ
ン
司
法
の
各
改
革
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
け
継
が
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
R
　
貿
易
商
人

　
一
七
五
〇
年
か
ら
一
七
七
一
年
だ
け
で
西
イ
ン
ド
諸
島
と
の
取
引
額
が
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

倍
近
く
と
な
っ
た
ボ
ル
ド
ー
商
業
の
興
隆
を
反
映
し
て
、
グ
ラ
デ
ィ
ス
や
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ラ
ッ
ク
な
ど
商
家
の
撹
頭
は
著
し
く
、
セ
ー
ジ
ュ
次
席
検
事
（
一
七
九
一
－

九
三
年
市
長
）
の
よ
う
に
貿
易
商
人
の
家
系
か
ら
法
服
に
入
り
、
か
つ
貿
易

活
動
酬
を
続
け
て
い
た
者
、
ポ
ワ
サ
ッ
ク
評
定
官
［
兼
船
主
の
よ
う
に
デ
P
ジ
ャ

ソ
ス
ー
－
爵
位
剣
奪
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
プ
ラ
ソ
テ
…
シ
軍
ソ
の
管
理
と
植

畏
地
へ
の
卸
売
り
に
資
本
を
投
じ
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
デ
ロ
ジ
ャ

ン
ス
免
除
の
法
服
貴
族
層
と
爵
位
志
向
の
大
商
人
層
の
間
に
は
血
縁
的
結
合

が
か
な
り
み
ら
⑫
こ
れ
が
レ
ソ
ヌ
単
層
社
会
に
な
い
様
相
を
与
え
て
い

る
。
貿
易
商
は
子
弟
に
国
務
書
記
官
職
を
購
入
し
た
り
、
子
弟
の
海
外
支
店

で
の
修
練
期
間
を
重
視
す
る
な
ど
で
家
名
の
興
隆
や
尊
厳
の
維
持
に
努
め
、

忙
殺
気
味
の
職
業
柄
、
市
内
に
宏
壮
な
邸
宅
を
か
ま
え
る
か
、
郊
外
に
別
荘

を
た
て
慰
安
を
求
め
る
な
ど
、
生
活
心
理
・
趣
向
面
で
法
服
貴
族
と
共
通
す

　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
両
者
の
経
済
的
利
害
の
合
一
、
況
ん
や
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

治
行
動
で
の
一
致
は
主
張
で
き
滋
が
、
一
七
八
○
年
代
に
生
起
し
て
い
た
重

要
問
題
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
領
西
イ
ン
ド
植
民
地
の
、
ア
メ
リ
カ
と
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

由
貿
易
の
拡
大
に
つ
い
て
は
両
者
は
結
束
し
て
反
対
し
て
い
る
。

　
一
七
七
八
年
の
米
仏
自
由
通
商
条
約
は
、
独
立
運
動
下
の
米
植
民
地
と
サ

ソ
ト
・
ド
マ
ン
グ
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ク
な
ど
と
の
自
由
取
引
を
公
認
し
た
結
果
、

同
島
の
入
植
プ
タ
ソ
タ
ー
や
経
営
代
理
人
の
経
済
的
自
立
を
促
し
た
。
こ
の

こ
と
は
、
コ
ー
ヒ
ー
、
原
糖
の
本
国
輸
入
と
葡
萄
酒
の
こ
の
地
へ
の
三
二
に

独
占
的
か
か
わ
り
を
有
し
て
い
た
ボ
ル
ド
ー
商
人
層
に
と
り
座
視
し
が
た
い

　
　
　
　
　
⑳

と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
様
に
在
地
プ
ラ
ン
タ
ー
や
代
理
人
と
の
間
で
懸
案
を
抱

え
て
い
た
本
国
地
主
・
投
資
家
勢
と
は
、
西
イ
ン
ド
植
民
地
の
経
済
的
・
政

治
的
自
立
化
阻
止
で
基
本
的
一
致
を
み
る
の
で
あ
る
。
一
七
八
四
年
八
月
末

の
国
務
顧
間
会
議
勅
令
へ
の
、
ボ
ル
ド
ー
商
人
層
と
高
等
法
院
の
連
携
行
動
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⑳

も
こ
ヶ
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
貿
易
商
人
は
他
方
、
市
常
任
評
議
会
に
貴
族
・
弁
護
士
と
な
ら
ぶ
三
身
分

職
能
団
の
一
つ
と
し
て
代
表
さ
れ
、
緊
急
時
の
市
政
審
議
機
関
で
あ
る
百
三

十
人
会
に
も
職
能
代
表
を
送
っ
て
重
き
を
な
し
た
ほ
か
、
商
業
会
議
所
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

成
し
て
既
得
権
の
擁
護
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
と
市
内
取
引
商

人
や
周
域
農
村
商
人
と
で
は
入
市
税
や
印
紙
税
へ
の
反
対
で
は
一
致
し
て
も

葡
萄
の
販
売
規
制
を
め
ぐ
っ
て
先
述
の
よ
う
な
利
害
の
ひ
ら
き
が
あ
り
、
州

制
や
市
制
の
変
更
に
臨
ん
で
も
異
る
対
応
が
あ
ら
わ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
っ

⑫
た
。

　
　
　
　
　
ジ
　
　
ユ
　
ラ
　
ド

　
　
　
C
　
市
役
人
団

　
市
役
人
団
は
｝
七
一
五
年
い
ら
い
、
高
等
法
院
の
許
可
と
二
名
評
定
官
の

立
会
い
の
も
と
に
召
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
と
き
か
ら

そ
の
中
よ
り
山
王
官
職
保
有
者
で
な
く
な
り
、
常
任
評
議
会
が
一
〇
リ
ー
ヴ

ル
以
上
の
キ
ャ
ピ
タ
シ
オ
ソ
を
払
う
ボ
ル
ド
ー
在
住
の
戸
主
を
被
選
挙
人
資

格
者
と
し
て
選
出
す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
た
。
一
七
六
七
年
に
は
初
任
に

は
同
評
議
会
員
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
、
　
一
七
七
二
年
に
は
終
身
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

定
め
た
こ
と
と
相
生
っ
て
寡
頭
的
傾
向
を
強
め
た
と
思
わ
れ
る
。
市
蝦
上
、

百
三
十
人
会
召
集
権
を
も
ち
、
市
社
団
的
組
織
の
最
高
位
に
位
置
し
た
が
、

高
等
法
院
官
職
へ
の
上
昇
志
向
も
強
く
、
市
部
域
H
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
内
に
土

地
を
も
ち
、
フ
ィ
エ
フ
貸
与
地
の
領
有
者
と
し
て
そ
の
保
有
民
か
ら
貢
納
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

財
産
移
転
税
を
請
求
し
え
た
。
タ
イ
ユ
も
免
税
で
あ
っ
た
。
評
定
官
予
備
軍

と
み
ら
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
モ
ー
ブ
…
改
革
、
法
院
内
抗
争
、
賦
役
問
題
で

も
一
貫
し
て
法
院
主
流
を
支
持
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
市
役
人
団
の
特
殊
な
位
謹
は
、
一
七
八
七
年
後
半
以
後
の
市
制

・
州
制
上
の
変
更
に
直
面
し
て
、
他
の
諸
身
分
・
よ
り
下
層
の
職
能
団
体
と

の
聞
の
対
応
の
ず
れ
と
し
て
露
呈
す
る
。

　
ま
ず
、
同
年
八
月
の
ロ
ー
ラ
ソ
・
ド
・
ヴ
ィ
ル
ド
ウ
イ
ユ
財
務
総
監
に
よ

る
、
市
役
人
団
の
改
選
停
止
令
、
と
次
い
で
翌
年
八
月
ブ
リ
エ
ソ
ヌ
に
よ
る
、

国
王
封
印
状
で
の
欠
員
指
名
で
あ
る
。
こ
の
種
の
介
入
は
、
一
七
二
三
年
に

も
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
売
官
職
の
増
設
を
伴
っ
て
特
定
地

方
都
市
の
自
治
に
王
権
の
介
入
の
足
場
を
築
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
八
七
i
八
八
年
の
市
制
変
更
は
役
人
団
任
命
の
対
象
を

常
任
評
議
会
の
外
に
求
め
、
勅
任
官
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
の

活
動
は
な
い
に
等
し
か
っ
た
が
、
八
八
年
の
五
月
勅
令
す
な
わ
ち
ラ
モ
ワ
ニ

ヨ
ソ
司
法
改
革
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
二
月
三
日
、
緊
急
に

開
催
さ
れ
た
百
三
十
人
会
は
、
王
権
に
よ
る
役
人
任
命
に
疑
義
を
呈
し
、
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

来
の
役
人
団
も
辞
職
に
よ
る
抵
抗
を
示
し
た
が
、
百
三
十
入
会
よ
り
除
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
た
非
ネ
ゴ
シ
ア
ン
の
商
人
四
団
体
は
こ
の
抗
議
を
黙
殺
し
て
い
る
。
し

か
も
、
こ
の
百
三
十
人
会
の
召
集
を
め
ぐ
っ
て
王
権
は
リ
ブ
ー
ル
ヌ
追
放
中

の
高
等
法
院
の
了
解
ぬ
き
の
召
集
権
を
市
役
人
団
に
認
め
た
り
、
法
院
に
代
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っ
て
百
三
十
人
会
が
役
入
団
の
行
状
調
査
を
お
こ
な
う
な
ど
、
高
等
法
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

市
政
へ
の
糎
限
の
縮
小
が
は
か
ら
れ
、
一
枚
岩
の
よ
う
に
み
え
た
高
等
法
院

と
役
人
団
の
結
束
に
も
ひ
び
割
れ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
攣
切
ぎ
9
ρ
卜
湧
ミ
受
勲
、
ミ
音
§
憶
ミ
ぎ
ミ
ミ
匙
恥
ぎ
嚇
、
跨
§
い
一
嵩
態

　
　
防
§
智
N
N
賦
よ
蔦
挙
国
江
ω
層
お
窃
O
憲
鳥
？
。
。
黛
い
。
囲
⑦
σ
〈
円
ρ
愚
．
ミ
．
「
や
H
。
。
や

　
　
ト
。
O
前
掲
邦
訳
一
九
、
一
三
頁
。

　
②
い
団
α
q
話
紗
．
．
い
、
胃
尻
o
o
舜
¢
o
冨
ユ
①
導
2
畠
戸
お
痒
雪
O
鉱
ω
o
四
恩
出
嵩
島
。

一、

ｦ
9
①
昌
　
㌫
α
q
葺
。
．
、
肉
魯
ミ
ミ
§
篭
恥
ミ
翼
。
8
。
。
一
巳
一
一
①
学
象
p
6
認
勺
■
①

（
①
）
、
お
（
悼
）
よ
り
算
出
。
　
エ
グ
レ
は
こ
の
調
査
よ
り
、
革
命
前
の
こ
の
聴
期
に

お
け
る
、
斬
参
者
（
7
0
コ
回
昌
P
O
ω
　
旨
O
自
！
・
O
ρ
麟
メ
）
1
1
法
服
貴
族
以
外
の
家
系
出
身
者
に

た
い
す
る
高
等
法
院
の
閉
鎖
的
カ
ー
ス
ト
制
を
否
定
す
る
結
論
を
導
く
。
N
竃
劉
℃

℃
，
謀
エ
グ
レ
、
ブ
リ
ェ
シ
ュ
、
ド
イ
ル
に
依
り
つ
つ
、
　
…
八
世
紀
各
論
川
日
ご
と

ボ
ル
ド
ー
・
パ
リ
両
高
等
法
院
在
職
司
法
官
、
ま
た
は
平
服
評
定
宮
の
状
況
を
袈

に
す
る
と
左
の
と
お
り
。

　
法
宮
職
に
あ
っ
て
爵
位
が
家
門
に
与
え
ら
れ
る
た
め
の
条
件
は
、
ボ
ル
ド
ー
高

単位：人

ボルドー高等法院パリ高等法院
1774
　？

1789

1716
　e

1771
1771

上
記
期
間
に
就
任
し
た

平
服
評
定
官
人
数

　
…
法
服
貴
族
の
家
系
以

40　
…
外
の
出
身
者

26

c
就
任
時
未
授
爵
者

14

舗
虹
鱒
灘
三
品
…

　ク

ロ家
族
〕
数

〔13〕

縫
職
司
法
官
枇
無
代
以
上
臣
岱

賊
塁
鶴
…
嘘
∵
照

　　46

（30．1cro）

枇
代
目

上
記
期
間
の
在
職
”

評
定
官
批
代
別

　
　
　
6
3

　
　
　
5

四
世
代
以
上
…

経
過
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　

…
　
創
錫
…

　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　

…
　
　
⑳
一

F

二
世
代
目
と
初
世
代
目

　　64

（41．8cro

以下）

　111
（19．890）

四

世
代
目

　　　　　世

　153　代
　　　　　目（27ユ％）

一囲

｢
代
目
　
…
初
日
代
目

　
　
8
卵
　
6
鮒

　
　
、
繊
．
　
，
留

　
就
任
晴
未
授
爵
者
比

（11．290）

同
年
蒔
点
の
在
職
評
定
官

155

就
任
聴
未
授
爵
者

　　63
　（22．190）

来
授
爵
者
は
在
職
中
に
一
代
限
り
の
爵
位
（
旨
。
σ
ざ
。
。
－

ω
①
α
q
民
巴
器
嵩
。
）
を
え
る
。
朔
σ
Q
器
紗
ミ
外
ミ
こ
や
①

（
①
）
讐
回
O
（
さ
。
）
．

U
o
覧
ρ
愚
■
ミ
こ
℃
℃
」
㊤
I
b
。
O
噂

四
世
代
倒
、
三
世
代
目
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
連
続

で
は
な
い
。

父
を
法
院
司
法
官
に
も
つ
者
は
七
一
名
い
る
。

実
父
・
雷
父
・
祖
父
。
義
兄
の
同
一
官
職
を
世
襲
し

た
例
は
三
～
名
に
と
ど
ま
る
。
N
窯
3
℃
や
日
G
。
I
b
。
O
．

人
数
は
仮
数
。
百
分
比
と
も

Q。

@
の
グ
ラ
フ
よ
り
算
出
。

望
き
冨
．
愚
’
ミ
■
や

36
ｼ
中
、
畳
族
子
弟
の
未
授
爵
者
は
二
｝
名
、

民
は
一
五
名
。
匹
琴
げ
ρ
愚
■
ミ
■
噛
や
。
。
ω
．

純
平
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1774
　1

1789

全　国

1774
　　t

1789

上
記
期
間
の
就
任
平
服
評

定
二

型
繋
家
系
以
磁

　　8

（11．3cro）

上
記
期
間
の
就
任
平
服
評
　
　
1
4
…

定
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

就
任
時
朱
授
爵
者

　75
（18．1cro）

国
σ
q
器
鳶
ミ
猶
ミ
こ
や
O
（
O
）
．
お
（
爬
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
七
一
五
、

等
法
院
な
ど
通
常
、
先
行
一
一
世
代
に
渡
っ
て
各
々
二
〇
年
以
上
引
続
き
在
職
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
満
た
ぬ
時
は
一
代
限
り
の
爵
位
（
き
三
①
器
¢
σ
q
茜
α
器
一
一
〇
”

悶
α
q
憎
。
戸
ロ
。
げ
同
。
器
①
貯
ρ
o
》
o
く
①
①
”
ヒ
d
巨
。
げ
。
）
に
留
ま
る
。
他
方
、
パ
リ
、
グ

ル
ノ
ー
ブ
ル
、
ブ
ザ
ソ
ソ
ソ
他
二
つ
の
法
院
で
は
一
代
の
官
職
一
一
〇
年
間
継
続
し

一
七
七
～
年
各
時
点
で
の
在
職
全
司
法
官
・
評
定
官
の
状
況
は
、
切
冴
魯
ρ
o
》
ミ
こ
娼
や
Q
。
い
。
あ
ω
’
を
参
照
せ
よ
。
〕

O
X

千
リ
1

ヴ

ル

100

80

60

40

一一
　一一
　　s一　　　　陶、

1

昌
　甚篭i

l
．

昌

昌
メ1
！　1
：　’t

　　1
　　驚

量

1

峯
毛
1

レ、ノ
　　”””

、　昌
tt　tl
tStl
πワ、
び　　象

監
s

．

　　　’韓騨刷一一一■v■噂
　　　’
、　　　置
覧　　　置

kへ｛

20

1700　10　20　30　40　50　60　70　80’　90年

　…＋・・　Paris　Parlement　Bluche，　oP．　cit．，　p．　167．

　一　Bordeaux　P．　Doyle，　oP．　cit．，　p．　28．

　宮崎洋「法服貴族の経済的基礎」『史学45－1』33頁。

　パジ高等法院の1757年いごは摺場箇で，モーープー改革

時の官職補償価格も50，000り一ヴルでおこなわれている。

　ODijon．　P．評定官1788年34，000リーヴル

　×Rennes　P．評定官1788年30，000　V　一ヴル
　全國平均に関する調査はFord，　op．　cit．，　p．150，

　
て
在
職
す
る
だ
け
で
譲
渡
可
能
の
欝
位
（
瓢
〇
一
）
一
〇
も
。
ω
O
　
　
枠
『
㊤
一
腰
ω
一
回
θ
両
ω
ω
一
一
）
一
〇
）
が
与
え

ら
れ
る
。
（
団
σ
Q
お
戸
ミ
野
ミ
‘
署
凸
①
為
）

③
U
o
覧
ρ
o
》
ミ
こ
や
嶺
一
七
七
四
～
八
九
年
の
在
職
現
役
法
官
の
う
ち
七

　
名
は
商
家
の
子
弟
で
一
一
名
は
国
王
書
記
官
（
貴
族
爵
位
獲
得
に
最
短
距
離
）
の

　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
子
で
あ
る
が
殆
全
員
が
商
人
で
あ
る
。
結
局
少
く

　
　
瓦
繭
　
　
と
竺
署
（
全
体
・
一
〇
轟
蕎
家
・
出

　
．
　
　
　
0
◎

身
。
ド
イ
ル
は
ω
鉱
σ
q
ρ
勺
9
冨
げ
兄
弟
、
U
蝦
く
⑦
㍗

αq一

p
噺
①
鳴
㊤
〈
錠
。
・
父
子
法
官
を
例
示
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
一
八
世
紀
高
等
法
院
評
定
官
の
官
職
価

格
の
変
動
を
パ
リ
と
ボ
ル
ド
ー
に
つ
い
て
示
す
と

上
グ
ラ
フ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
価
格
は
直
接
に
は
売
買
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
で
決

ま
る
が
、
低
落
傾
向
を
生
む
重
要
な
要
因
と
し
て
、

ω
門
閥
独
占
の
結
果
生
じ
る
買
手
市
場
の
減
少
、

ω
宮
職
イ
メ
ー
ジ
の
損
失
か
ら
生
じ
る
買
官
意
欲

の
減
退
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
七
三
〇
年
代
の
低
落

は
側
の
例
で
、
反
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ズ
ム
の
教
皇
勅
書

登
録
強
制
を
め
ぐ
る
紛
争
（
パ
リ
高
等
法
院
の
追

放
を
伴
う
）
の
長
期
”
化
、
　
一
七
五
〇
三
代
は
、
q
P
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の
例
、
（
ボ
ル
ド
ー
は
パ
リ
よ
り
は
緩
か
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）
、
一
七
七
〇
年
代

　
の
そ
れ
は
モ
ー
プ
ー
最
高
司
法
会
議
の
設
鷺
に
伴
っ
た
②
の
例
で
、
撤
回
後
も
官

職
イ
メ
ー
ジ
は
回
復
し
な
か
っ
た
。
b
6
ぎ
。
げ
ρ
o
賢
ミ
‘
℃
℃
’
嵩
刈
占
①
G
。
㎞
U
o
覧
ρ

　
愚
・
ミ
ニ
唱
。
ω
ρ

④
b
d
習
畠
ρ
o
》
ミ
；
や
♂
避

⑤
U
o
覧
ρ
o
》
ミ
ニ
や
。
。
①
胃
。
。
㊤
．

⑥
井
上
率
治
乱
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
』
世
界
の
名
著
2
8
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七

　
二
年
）
　
一
八
ー
ニ
ニ
頁
。

⑦
谷
岡
前
掲
警
、
二
一
六
－
一
＝
入
頁
。
即
Ω
o
N
冨
お
O
魯
鴫
愚
ミ
馬
§
ミ

　
》
§
・
．
熟
ρ
器
ω
巴
m
∴
①
り
（
勺
d
属
H
⑩
刈
O
）
や
爵
占
O
．
ル
ネ
・
ク
μ
ジ
ェ
著
、
鈴

　
木
照
…
郎
・
青
木
伸
好
共
訳
『
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
』
　
（
白
水
社
、
一
九
七
七
年
）

　
七
六
－
八
一
二
頁
。

⑧
U
O
覧
ρ
愚
・
ミ
・
閣
憎
℃
・
c
。
？
。
。
O
．
法
官
作
付
者
の
一
七
五
五
年
時
に
お
け
る

　
地
城
別
収
穫
比
率
は
、
竃
竃
o
o
b
。
鮮
①
承
曽
国
建
屋
ム
窪
踊
－
鷺
。
屋
鵠
■
同
承
鰯
O
置
く
Φ

　
塗
G
。
承
、
切
8
山
、
｝
旨
9
ω
（
℃
9
巳
の
）
ρ
。
。
罫
ω
築
け
Φ
旨
＄
G
。
．
り
承
と
な
っ
て
い
る
。

　
お
も
だ
っ
た
法
官
の
経
営
作
付
颪
稜
と
年
売
上
高
は
次
の
と
お
り
。
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法
　
　
官
　
　
名

い
Φ
ぴ
賃
窪
。
ロ
首
席
長
官

い
p
＜
貯
首
席
長
官

O
霧
帯
彗
書
評
定
官

鎧
。
訂
a
評
定
官

U
鴛
畠
¢
評
定
官

司
鵠
g
α
。
〇
三
ヨ
ぴ
窪
焦
評
定
官

6Q

z
σ
Q
⑦
次
席
検
事

地
　
　
域

（
藪
区
名
は
略
）

○
吋
餌
く
①

寓
仙
α
o
o

鍔
①
仙
O
o

鍔
①
“
o
o

ω
欝
唱
け
O
同
旨
Φ
自
脅

ω
騨
＝
け
O
同
工
O
り
ゅ

国
⇔
酔
同
O
l
山
⑦
9
×

一
寓
O
誘

（
三
ケ
所
）

O
旨
く
Φ

冨
O
ロ
o
o

作
付
齎
積

記
載
な
し

一
一
、
ニ
ェ
ー
カ
薯

二
〇
エ
ー
カ
ー

～
四
〇
、
七
五

　
　
　
　
エ
ー
カ
ー

下
記
作
付
地

　
五
八
エ
ー
カ
ー

七
五
、
入
三
工
ー
カ
ー

　
三
、
七
五
エ
ー
カ
ー

　
三
、
七
五
エ
ー
カ
ー

記
載
な
し

年
　
売
　

上
　
高

六
、
∩
X
）
○
り
ー
ヴ
ル

二
二
、
五
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル

二
曲
、
○
○
○
～
四
二
、
○
∩
X
U
リ
ー
ヴ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
八
○
年
代
）

一二

Z
、
○
（
）
（
∪
～
四
〇
、
∩
X
U
O
リ
ー
ヴ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
九
〇
年
代
）

華
語
。
0
8
（
莞
矯
碑
年
了
吉
ル

そ
の
他
の
所
領
所
在
地

0
9
ω
¢
岸
O
P

ω
酵
局
臨
①
轟
目
O
◎
①
U
尻
ω
O

oり

瑞
刀
B
の
（
U
2
こ
。
ω
）

切
。
嵩
昌
（
い
騨
昌
傷
①
ω
）

い
霞
α
q
8

醒
婁
①
り
観
9
臥
ヨ
。
暮

O
曾
茜
ρ
り
茜
冨
ρ
P
ρ
自
ぎ
。
。
騨
。

い
9
箕
蝕
ρ
じ
づ
o
p
暮
畔
§
（
い
騨
昌
山
O
し
。
）

護
卿
お
昌
欝
o
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U
3
、
5
0
》
ミ
‘
℃
℃
・
◎
。
碧
。
。
Q
。
・
㊤
押
り
q
。
、
O
望
⑩
①
・
O
器
落
旨
窪
に
つ
い
て
は
、

宮
晦
前
掲
論
文
照
七
頁
。
純
益
は
、
右
裏
中
で
は
コ
。
ず
霞
q
の
み
記
載
あ
る
が
、

　
一
七
九
〇
年
代
で
平
均
五
、
一
二
入
リ
ー
ヴ
ル
一
八
ス
ー
ニ
ド
ニ
エ
で
、
売
上
高

　
の
＝
二
％
～
一
七
％
を
占
め
る
。
右
蓑
に
な
い
が
d
q
日
㊤
ω
α
o
局
。
昌
げ
舜
口
σ
q
①
評

　
定
官
の
場
合
は
、
竃
畿
o
o
と
ω
巴
暮
－
団
ヨ
葭
。
嵩
の
所
領
で
一
七
七
九
～
八
○
年

　
そ
れ
ぞ
れ
六
八
％
、
四
九
％
、
ω
①
σ
q
ロ
H
評
定
宮
は
O
ぎ
冨
窪
呂
－
U
p
津
8
の
所
領

　
で
四
七
、
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
O
o
覧
ρ
o
》
。
搾
讐
℃
や
。
。
。
。
あ
り
曾

⑨
導
ミ
噛
や
Φ
㎝
6

⑩
U
o
覧
p
。
》
ミ
ニ
や
。
。
①
レ
ミ
る
器
…
い
U
巴
p
戸
§
ミ
湧
Q
ミ
聖
算
M
ミ
恥
㍗

　
恥
壁
ミ
§
“
憾
＆
ミ
ミ
嵩
ミ
慧
§
切
ミ
§
§
ミ
℃
亀
一
刈
ユ
ベ
ー
ル
・
メ
テ
ィ
ヴ
ィ
エ
載
僧

　
安
斎
和
雄
訳
『
啓
蒙
晴
代
i
ル
イ
十
五
世
の
世
紀
1
』
　
（
白
水
社
、
一
九
六

　
八
年
目
一
七
七
頁
。
た
だ
し
穀
物
取
引
の
自
由
に
つ
い
て
ボ
ル
ド
ー
法
院
が
パ
リ

　
の
そ
れ
と
異
り
、
推
唱
し
た
こ
と
は
U
o
覧
ρ
o
特
ミ
こ
や
ト
。
O
α
嚇
り
騨
一
島
P
o
笹

　
ミ
ニ
や
一
〇
。
O
●

⑪
U
o
覧
⑦
り
。
》
ミ
ニ
℃
◆
㊤
N
℃
℃
■
卜
3
卜
。
も
。
I
b
。
卜
。
分
U
箋
貫
魯
■
ミ
ニ
℃
℃
』
紹
ー
ト
。
α
。
。
■

　
　
リ
ム
ー
ザ
ン
納
税
管
区
の
中
で
は
比
較
的
葡
萄
栽
培
農
の
多
い
ア
ソ
グ
レ
ー
ム

　
（
分
益
小
作
農
が
優
勢
）
で
も
一
人
前
平
均
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
経
営
規
模
に
す
ぎ

　
ず
、
良
質
の
ボ
ル
ド
ー
酒
と
シ
ャ
ラ
ン
ト
川
の
通
行
関
税
に
阻
ま
れ
た
。
U
ρ
謀
戸

　
愚
．
ミ
ニ
℃
℃
・
ω
。
。
ム
ρ
お
噂
ま
た
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
州
は
｛
八
世
紀
後
半
に
作
付

　
の
拡
大
を
み
る
が
、
ツ
ー
ル
…
ズ
司
教
区
で
も
一
〇
％
未
満
に
と
ど
ま
り
、
酸
味

　
が
強
く
大
衆
む
け
で
ボ
ル
ド
…
産
と
は
競
合
し
な
か
っ
た
。
図
．
哨
。
ω
冨
び
↓
ミ

　
≧
＆
ミ
ミ
。
、
§
ミ
§
差
口
嚇
こ
富
麸
ミ
O
§
ミ
迷
（
客
Φ
≦
網
。
碁
”
ド
リ
誠
）
唱
唱
。

　
一
〇
〇
－
日
O
H
・

⑫
　
葡
萄
酒
流
通
の
自
由
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
ツ
ル
ニ
ー
、
ブ
ー
シ
ェ
ら
歴
代

　
監
察
官
の
尽
力
が
高
等
法
院
、
ジ
ュ
ラ
層
に
阻
ま
れ
た
経
緯
は
、
9
寓
碧
鉱
ロ

　
．
．
い
Φ
ω
貯
伸
曾
山
三
富
審
O
口
団
窪
器
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田
く
目
H
H
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ω
δ
巳
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①
伴
冨
。
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℃
ユ
註
一
£
Φ
。
・

　
α
o
ω
9
a
¢
或
島
、
．
再
§
｛
凸
ミ
§
蕊
嶋
ミ
§
b
ご
。
ミ
馬
§
嚢
（
お
O
Q
Q
）
や
や
盆
学

　
ミ
9
鎮
母
一
〇
鈍
b
“
ミ
§
扁
N
ミ
惹
…
…
o
》
ミ
ニ
℃
。
障
ρ

⑬
U
o
覧
ρ
。
〉
ミ
ニ
や
伊
。
。
甲
。
。
。
。
し
O
卜
。
占
O
冷
＞
O
o
ヨ
ヨ
暮
曙
”
奪
㌧
ミ
登

　
§
鴨
ミ
§
切
ミ
§
§
ミ
』
§
湧
竃
。
恥
ミ
特
ミ
鷺
い
跨
偽
ミ
偽
禽
》
§
“
愚
§
疑
。
慧
職
馬
蕊

　
（
H
Q
。
Q
。
δ
唱
℃
篭
お
Q
Q
I
日
刈
♪
ト
ひ
α
b
o
l
b
o
鷲
も
参
照
。
　
王
室
財
務
密
の
子
デ
ュ
パ
テ
ィ

　
（
ド
“
蒔
O
I
μ
刈
◎
Q
Q
Q
）
は
僑
塾
ど
お
り
円
形
帽
長
官
ま
で
昇
進
す
る
が
　
七
八
五
年
辞

　
職
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヌ
シ
ャ
ト
ー
と
も
接
触
。
パ
リ
大
審
院
評
定
官
フ
レ
ト
ー
・

　
ド
・
サ
ソ
ジ
ュ
ス
ト
を
岳
父
と
す
る
。
弁
護
士
ヴ
ェ
ル
ニ
ョ
ー
（
の
ち
ジ
ロ
ン
ド

　
党
員
）
を
秘
書
と
し
、
ラ
モ
ワ
ニ
ヨ
ン
改
「
革
に
も
賛
成
。
U
O
覧
ρ
O
特
．
ミ
ニ
や

　
H
b
。
刈
ム
。
。
Q
。
鴨
ρ
U
貯
賦
貯
騨
ρ
目
窪
ミ
§
ミ
（
℃
p
ユ
ω
触
り
b
。
O
）
や
H
o
。
量
り
廟
図
α
q
理
①
蛭

　
U
、
一
二
ω
8
0
一
心
①
…
…
ミ
馬
’
門
馬
二
℃
。
α
（
①
）
■

⑭
　
U
O
覧
。
り
。
》
賦
馬
二
や
嵩
り
占
。
◎
メ
門
地
・
家
～
柄
を
重
視
し
、
　
首
席
…
長
官
の
推

　
薦
権
を
主
張
す
る
ル
ベ
ル
ト
ソ
派
に
た
い
し
、
能
力
・
忠
誠
を
第
一
義
と
し
国
王

　
の
認
証
権
を
尊
重
す
る
デ
ュ
パ
テ
ィ
派
の
ち
が
い
を
み
よ
。

⑬
N
ミ
野
や
ミ
ρ
H
。
。
野
一
七
八
○
年
二
月
＝
ハ
B
、
デ
ュ
パ
テ
ィ
の
就
宮
は

　
法
院
評
定
官
の
票
決
一
穴
“
二
〇
で
い
っ
た
ん
否
決
さ
れ
る
が
、
こ
の
隠
の
確
認

　
事
項
「
円
形
帽
長
官
職
に
は
貴
族
身
分
の
立
証
ま
た
は
一
二
代
評
定
官
職
に
在
任
す

　
る
を
条
件
と
す
る
」
を
国
王
は
封
印
状
で
破
棄
し
た
。
そ
の
登
録
を
め
ぐ
っ
て
も

　
三
七
”
四
穴
で
拒
否
派
が
や
や
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
就
官
は
…
七
八
一
年
三
月
七

　
日
承
認
し
た
。

⑯
摩
ミ
’
℃
」
①
。
。
山
芦
竈
」
刈
り
占
。
。
ご
O
o
ヨ
ヨ
塁
超
サ
魯
．
無
馬
．
も
b
O
。
。
凸
δ

　
デ
ュ
ド
ソ
、
ル
ベ
ル
ト
ン
と
も
名
士
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
男
。
昌
。
口
く
ヨ
層

　
。
特
■
ミ
ニ
貯
霞
P
〈
■
デ
ュ
ド
ン
は
～
七
八
七
年
七
月
の
ブ
リ
エ
ン
ヌ
地
方
議
会

　
に
反
対
す
る
が
、
八
～
一
二
月
は
政
府
支
持
の
少
数
派
で
あ
っ
た
。
u
o
覧
ρ
。
特

　
ミ
ニ
や
蕊
．

⑰
N
ミ
熱
℃
℃
・
＄
あ
。
。
凸
ピ
。
三
雪
。
号
寓
9
。
帽
く
Φ
ω
桑
津
ω
評
定
宮
は
、
ア
ン
ト
ル

　
・
ド
ゥ
・
メ
ー
ル
の
共
同
沼
沢
地
の
三
分
割
権
の
行
使
に
よ
っ
て
農
民
と
の
対
立

　
を
招
来
し
た
。
　
N
巳
3
曽
噂
や
塾
◎
研
O
l
卜
。
α
ド
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ま
た
、
U
、
》
¢
σ
q
o
㊤
憎
α
円
形
帳
長
官
は
、
　
｛
七
　
六
～
…
八
年
、
　
タ
ル
深
目
エ

　
…
ル
の
所
領
地
で
、
地
代
の
他
に
自
己
所
有
の
役
牛
の
た
め
の
飼
料
貢
納
強
講
を

　
め
ぐ
っ
て
借
地
農
と
の
紛
争
を
経
験
し
た
。
男
o
H
P
8
富
物
。
冨
§
蕊
い
電
。
蕊

　
（
窯
塁
舞
畠
器
㊦
蓉
Φ
も
。
「
お
α
ω
）
℃
●
δ
①
9

⑱
　
U
o
覧
Φ
噛
息
凸
ミ
．
”
唱
。
。
9
団
o
a
嘲
。
》
ミ
ニ
や
屋
8
領
主
反
動
の
も
つ
二

　
癒
性
と
し
て
と
ら
え
る
、
服
部
春
彦
論
文
で
も
「
革
命
前
後
に
多
く
の
領
主
は
そ

　
の
封
建
的
外
被
に
も
か
か
わ
ら
ず
経
済
的
実
体
に
お
い
て
は
一
般
地
主
層
に
著
し

　
く
接
近
す
る
に
至
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
ツ
ー
ル
ー
ズ
地
区
の
ほ
か
ボ
ル
ド

　
一
地
区
の
法
服
領
主
も
こ
の
例
で
あ
ろ
う
。
　
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
土
地
変

　
革
の
基
本
性
格
」
桑
原
武
夫
編
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
比
較
研
究
瓢
岩
波
霧
店
、

　
昭
和
三
九
年
）
所
収
、
三
一
ご
一
、
三
二
囎
、
三
二
五
頁
。

⑲
　
U
o
覧
P
o
》
ミ
こ
唱
℃
●
刈
○
。
1
刈
O
．
デ
ュ
ド
ン
の
ブ
リ
ュ
ジ
所
領
地
三
分
類
権
、

　
ル
ベ
ル
ト
ソ
の
カ
ス
テ
ィ
繊
ン
所
領
地
内
教
区
司
祭
任
命
権
を
み
よ
。
ま
た
、
王

　
権
に
よ
る
王
領
地
の
点
検
・
回
収
・
一
括
転
貸
に
た
い
す
る
保
有
権
者
と
し
て
の

　
反
歯
高
、
等
法
院
と
し
て
の
介
入
権
の
主
張
に
つ
い
て
は
ト
竃
細
「
℃
や
b
。
膳
¢
凸
㎝
◎
。
・

⑳
き
ミ
ニ
℃
℃
」
c
。
学
H
G
。
も
。
弘
㊤
。
。
層
b
。
H
。
。
も
ち
噂
卜
。
δ
■

②
　
ボ
ル
ド
ー
の
フ
ラ
ン
ス
輸
出
入
貿
易
に
占
め
る
比
重
は
、
一
七
一
七
～
二
一
年

　
の
一
二
％
、
　
一
七
潤
一
～
四
三
年
の
一
五
％
、
　
一
七
六
四
～
六
六
年
の
一
七
％
、

　
一
七
七
五
～
一
七
七
七
年
の
二
五
％
と
漸
増
し
革
命
前
夜
も
こ
の
水
準
を
保
っ
て

　
首
位
を
占
め
て
い
る
。
（
但
し
一
七
七
一
年
は
四
〇
％
と
急
増
）
。
そ
の
う
ち
、
ア

　
メ
リ
カ
植
畏
地
と
の
取
引
（
仏
領
西
イ
ン
ド
諸
島
が
そ
の
中
で
大
部
分
と
み
な
し

　
う
る
）
で
は
、
　
一
七
八
六
年
よ
り
八
九
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
全
憲
要
港
総
輸
出
額

　
の
年
平
均
四
一
・
五
％
（
再
輸
出
額
で
は
四
七
％
）
を
ボ
ル
ド
ー
が
占
め
つ
づ
け
、

　
二
位
の
ナ
ン
ト
の
一
七
・
三
％
　
（
面
一
五
・
二
％
）
　
を
引
き
離
し
て
い
た
。
閂
■

　
O
H
o
信
器
戸
郭
．
蒙
瀬
切
。
。
o
琿
⑦
伸
回
戸
℃
o
塁
ω
o
詳
、
、
円
o
o
コ
。
ぎ
凶
o
o
叶
ω
o
o
綜
蒜

　
（
嵩
窃
－
峯
◎
。
ε
．
．
畠
碧
回
ω
切
ミ
§
§
ミ
ミ
“
k
ミ
N
誉
訓
導
智
　
（
象
弊
℃
錠
切
㍉
◎

　
℃
ρ
臨
ω
㊦
ρ
ヒ
d
o
a
④
塁
お
ド
8
c
。
）
、
9
斜
や
三
層
い
9
0
δ
置
鈴
一
ざ
Φ
働
8
部
。
旨
β
郎
Φ
、

　
℃
三
男
O
H
8
N
o
戸
，
や
お
“
（
H
曵
）
讐
℃
．
卜
。
観
月
p
三
・
H
＜
“
い
目
胃
鑓
縣
ρ
卜
偽

　
8
秘
ミ
ミ
愛
馬
8
き
ミ
a
馬
§
ミ
等
ミ
～
ミ
勘
ミ
鳩
起
上
馬
、
§
一
己
§
ミ
鴫
ミ
“
（
℃
舘
一
ω
り

　
δ
謁
）
け
。
N
や
お
ρ
や
お
ω
付
表
、
富
三
①
窪
団
掴
ボ
ル
ド
ー
と
弼
植
民
地

　
の
取
引
額
は
一
七
一
七
年
と
一
七
八
七
年
を
比
べ
る
と
二
〇
倍
に
伸
び
て
い
る
が
、

　
他
地
域
も
あ
わ
せ
た
全
取
引
先
の
中
で
の
同
地
域
と
の
貿
易
額
は
一
一
％
か
ら
二

　
五
％
に
増
え
て
い
る
。
O
門
。
蔑
簿
：
…
二
飛
ミ
．
鼠
馬
こ
℃
℃
，
日
Φ
夢
占
㊤
ρ
H
㊤
メ
因
み
に
、

　
サ
ン
ト
・
ド
マ
ン
グ
島
へ
の
輸
出
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
当
面
へ
の

　
輸
出
は
一
七
八
七
年
で
フ
ラ
ン
ス
全
港
か
ら
同
島
へ
の
輸
出
の
五
穴
％
を
占
め

　
る
。
ボ
ル
ド
ー
の
こ
の
地
域
と
の
結
合
が
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
中
で
も
強
ま
っ
て
い

　
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑫
　
ギ
ュ
イ
・
リ
シ
ャ
ー
ル
は
二
〇
の
ボ
ル
ド
ー
商
家
（
帰
化
人
・
外
国
か
ら
の
移

　
倥
者
も
含
む
）
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
》
貯
珍
9
諺
Ω
鑓
鳥
目
を
み

　
る
と
、
先
代
の
聴
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
で
葡
萄
酒
、
麻
布
、
飲
料
水
の
取
引
に

　
従
事
、
～
七
一
七
年
よ
り
西
イ
ン
ド
貿
易
を
開
始
。
本
人
は
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
に
従

　
事
。
　
一
七
三
一
年
ボ
ル
ド
ー
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
資
格
を
得
、
　
一
七
五
一
年
に
は
遺

　
産
と
共
に
網
続
し
、
同
じ
年
に
資
族
爵
位
を
え
る
。
相
続
額
は
四
〇
万
リ
ー
ヴ
ル

　
で
、
　
一
六
九
置
年
の
先
代
の
八
倍
弱
に
も
な
っ
て
い
た
。
填
継
承
戦
争
で
園
玉
軍

　
の
装
備
晶
を
納
入
し
巨
利
を
博
す
。
　
一
七
八
○
年
に
は
甥
（
竃
。
団
ω
①
）
の
相
続
の

　
さ
い
一
千
万
リ
ー
ヴ
ル
を
こ
え
る
財
産
に
な
っ
て
い
た
。
O
．
園
8
げ
碧
ρ
き
Ψ

　
馬
野
鶏
乱
．
§
讐
、
禽
§
恥
鰹
ミ
態
無
用
猪
（
娼
ρ
臥
。
・
’
お
謡
）
や
鷺
ご
℃
．
Ω
2
9
詳
層

　
卜
．
§
§
§
蔵
喩
ミ
価
（
剛
9
吋
一
〇
噂
　
　
H
㊤
①
⑩
　
　
　
　
魑
）
叶
．
H
ω
o
o
嵐
蒜
や
悼
画
ご
眉
。
器
ω
o
～
愚
．

　
9
蔦
こ
伴
。
㎝
や
刈
b
。
ω
…
勺
．
切
葺
。
一
Φ
伴
｝
㍉
勺
●
℃
o
霧
㎝
o
F
卜
＆
箕
馬
恥
§
騎
ミ
§
蕊
勘

　
切
。
ミ
§
肉
嚢
§
“
愛
妻
亀
卜
智
（
回
O
刈
ρ
ゆ
o
a
①
磐
騒
）
や
自
明
日
日
。
甲
虫
b
。
㎝
．
　
一

　
般
に
商
業
活
動
に
よ
っ
て
授
爵
さ
れ
る
グ
ラ
デ
ィ
ス
の
よ
う
な
例
は
稀
で
、
国
王

　
書
詑
宮
職
の
購
入
（
＜
嘉
島
㊤
お
切
戸
鴛
e
、
ジ
ュ
ラ
職
就
任
（
囚
霧
巴
）
に
よ
る

　
場
合
が
多
か
っ
た
。
国
名
の
さ
い
私
財
を
投
じ
て
小
雪
の
買
付
を
し
た
功
績
か
ら

　
監
察
宮
が
推
挙
し
う
る
の
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
資
格
に
と
ど
ま
り
　
（
い
P
σ
騨
ほ
P
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王政改革期のギエンヌ州（岡黍）

　
智
餌
α
q
①
）
、
爵
位
は
そ
れ
だ
け
で
は
困
難
で
あ
っ
た
（
切
o
p
ユ
O
ロ
の
各
例
）
。

　
　
》
「
O
o
強
勇
属
目
ρ
ど
肉
遷
ミ
差
羽
驚
。
偽
》
、
愚
ミ
心
黛
禽
l
N
器
簿
．
§
蕊
砺
噛
N
禽
。
翫
§
匙
恥

　
鯉
ミ
§
ミ
蹄
喬
寒
k
§
寄
訟
思
鳶
（
切
O
冠
O
①
ρ
口
犠
リ
　
ド
Q
Q
Q
Q
Q
O
）
合
唱
●
“
Q
。
…
↓
り
…
涛
δ
7
p
a
噛

　
o
》
ミ
・
．
や
H
誌
1
一
お
．
の
少
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
リ
シ
ャ
ー
ル
書
に
よ
る
と
爵
位

　
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
切
陣
。
げ
霞
α
”
o
特
■
ミ
ニ
や
に
一
一
し
d
暮
巴
無

　
勺
。
＝
ω
ω
o
戸
。
特
．
職
馬
己
や
℃
．
誤
1
お
Q
。
■

⑳
》
　
U
o
覧
P
o
》
伊
江
℃
℃
レ
8
占
O
距
男
δ
財
㊤
円
ρ
．
．
い
僧
嵩
。
σ
同
霧
ω
①
o
o
二
二
賃
O
ρ
ロ
富

　
満
し
d
o
出
山
①
拶
q
鵠
暮
9
1
累
㊤
昌
沖
霧
騨
蛋
諸
メ
＜
H
麟
。
　
ω
譲
。
｝
①
．
”
卜
．
》
さ
瞳
ミ
ミ
帖
。
蕊

　
ミ
無
9
、
酎
N
篤
署
。
α
（
窯
。
く
㌔
U
o
o
し
一
㊤
α
G
◎
℃
噂
。
H
o
。
窃
ー
ド
㊤
O
’

⑳
U
o
覧
ρ
。
》
ミ
・
噛
憲
」
争
一
メ

⑳
切
暮
巴
①
叶
勺
。
霧
ω
o
～
愚
，
職
妹
‘
℃
や
お
デ
這
。
。
．

⑯
　
蒸
留
酒
の
取
引
を
め
ぐ
る
大
商
人
の
自
由
化
要
望
と
法
服
語
族
の
禁
止
的
態
度

　
を
み
よ
。
ま
た
U
暮
餌
簿
P
跨
㍉
U
■
い
9
自
。
昌
α
o
い
麟
山
0
σ
暮
．
O
舘
夢
団
の
よ
う
に

　
八
九
年
の
自
由
主
義
貴
族
の
宣
言
に
署
名
す
る
者
も
散
見
さ
れ
る
。
男
一
昌
碧
ρ

　
累
〇
三
Φ
ω
。
・
o
O
、
p
天
目
お
ρ
o
》
四
馬
‘
℃
や
一
一
？
＝
さ
。
．

（
⑳
　
O
o
覧
ρ
o
》
職
蝋
こ
娼
も
．
銭
O
I
b
⇒
一
Q
。
．

⑳
．
N
窯
3
℃
や
b
お
一
b
⊃
置
…
旨
O
o
畠
①
o
｝
δ
轄
：
U
窃
村
。
冨
江
。
躍
ω
①
8
昌
9
巴
ρ
環
①
。
。

　
2
番
吋
①
一
9
凋
H
9
昌
O
O
O
け
冨
ω
円
け
食
仲
自
陰
⇔
P
冨
O
O
日
“
刈
0
9
》
一
刈
Q
Q
り
一
．
創
2
訪
…
箏
ミ
鍔
為

　
璃
ミ
ミ
詩
ミ
恥
ミ
ミ
騎
（
6
α
O
Q
）
雲
。
一
℃
や
ト
こ
①
1
ω
P

⑳
輸
入
品
と
し
て
は
砂
糖
、
コ
ー
ヒ
…
の
め
ざ
ま
し
い
伸
び
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

　
仏
全
貿
易
港
の
輸
入
総
額
中
、
品
目
ご
と
ボ
ル
ド
…
港
の
占
め
る
比
率
は
、
イ
ソ

　
デ
ィ
ゴ
四
五
％
、
コ
…
ヒ
ー
四
二
％
、
砂
糖
三
八
％
で
あ
る
。
服
部
春
彦
コ
八

　
世
紀
に
お
け
る
対
外
貿
易
の
展
開
過
程
」
　
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
～
九
』

　
　
（
一
九
七
九
年
三
月
）
二
八
、
四
四
頁
。
ボ
ル
ド
ー
よ
り
積
出
し
た
商
品
の
フ
ラ

　
ン
ス
全
体
の
輸
出
額
に
た
い
す
る
比
率
は
、
一
七
八
六
年
時
点
で
一
位
織
維
品
餌

　
二
％
、
　
二
位
小
士
天
瓢
柳
二
山
ハ
％
に
つ
づ
当
。
禰
溜
飼
酒
が
一
二
％
を
占
め
る
。
　
一
七
二
〇

　
年
か
ら
八
八
年
ま
で
に
ボ
ル
ド
…
か
ら
の
積
出
額
は
五
六
％
ま
し
と
な
っ
て
い
る
。

　
服
都
前
掲
論
文
一
九
頁
。
U
o
｝
、
一
ρ
。
賢
ミ
ニ
や
b
。
・
な
お
、
即
切
霧
。
一
曽
卜
＆

　
価
瞳
巳
毎
日
蕊
三
門
“
◎
ミ
ミ
馬
引
竃
騒
智
ぴ
O
憶
縞
ミ
翁
跨
恥
恥
黛
蟻
N
．
恥
～
自
恥
禽
O
謡
織
目
ミ
O
口
気
斜
繭
嬉
k
ミ
桐
寄

　
訟
ミ
3
筈
α
ω
o
創
o
o
富
直
航
。
一
、
¢
長
く
■
儒
①
勺
震
溢
H
・
屠
り
認
’
N
〈
o
一
．
は
利
用
し

　
え
な
か
っ
た
。

　
　
ネ
ラ
ッ
ク
が
パ
リ
の
マ
シ
ア
ッ
ク
・
ク
ラ
ブ
に
加
盟
し
て
い
た
こ
と
、
ボ
ア
サ

　
ッ
ク
、
　
バ
ス
ト
レ
ら
評
定
官
も
こ
れ
と
提
携
し
て
い
た
こ
と
は
、
い
■
い
0
9
霞
P

　
．
．
い
9
℃
o
｝
犀
β
ロ
㊦
¢
け
一
．
貯
凶
儲
。
口
。
Φ
山
回
Ω
口
σ
O
c
ひ
一
、
瓢
ひ
け
Φ
｝
匿
ρ
ω
ω
鉾
。
．
．
外
沖

　
沁
S
翼
。
P
心
　
（
H
㊤
ω
刈
）
　
℃
凸
ω
心
爬
1
ω
①
Q
σ
．
　
・
不
ラ
ッ
ク
が
、
　
植
民
楠
切
接
ロ
貝
に
園
門
民
琳
融
ム
瓜

　
へ
の
臨
席
を
拒
む
よ
う
要
求
し
た
こ
と
は
、
」
§
ミ
ミ
的
℃
ミ
N
馬
ミ
§
ミ
隠
、
a
壁
Q
。
”

　
や
H
。
。
り
■

⑳
U
。
覧
p
息
凸
ミ
‘
℃
．
緯
餅

⑳
　
野
U
o
ω
σ
q
説
く
①
。
。
＼
．
い
続
く
δ
唱
9
三
（
竃
Φ
、
．
α
窪
。
。
鳴
9
、
§
§
ミ
§
い
鼓
ミ
濤

　
人
切
鳶
．
o
》
賦
W
‘
や
窃
Q
Q
曜

㊥
　
な
お
、
　
一
七
八
六
年
の
英
仏
通
商
条
約
に
つ
い
て
は
、
≦
噛
○
．
国
①
鼠
葭
ω
o
鈍

　
、
、
↓
プ
。
》
＝
σ
q
ご
－
鳴
器
昌
。
げ
O
o
ヨ
導
興
9
井
目
お
袖
壁
○
｛
　
ミ
Q
。
①
、
、
肉
8
蝕
。
ミ
鳶

　
ミ
織
。
蔓
笥
き
馬
§
ρ
H
ρ
H
㊤
切
圃
噛
唱
」
¢
．
ま
た
、
服
部
春
彦
コ
八
世
紀
後
半

　
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
穂
晟
地
貿
易
」
　
『
西
洋
史
学
』
九
七
号
二
六
頁
。
　
　
七
八

　
六
年
勅
令
は
雰
特
梅
地
域
産
葡
萄
酒
取
扱
商
人
に
も
海
外
貿
易
の
展
垂
を
ひ
ら
い

　
た
よ
う
で
あ
る
。
ボ
ル
ド
ー
地
域
産
葡
萄
酒
と
周
域
産
と
の
積
出
し
樽
数
の
年
次

　
別
比
較
を
示
す
と
、
次
表
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
一
八
世
紀
後
半
（
　
七
五
四
～
八
四
年
）
に
お
け
る
ボ
ル
ド
ー
港
出
航

　
商
船
艘
数
と
総
ト
ン
数
は
、
執
．
冒
轟
α
ρ
ミ
乳
。
疑
、
恥
8
職
ミ
八
口
馬
§
ミ
肉
駄
§
ミ
監

　
識
§
》
§
ミ
ミ
捻
（
N
8
㍗
置
）
戸
押
℃
や
一
b
。
。
。
－
謙
り
を
参
照
。
ρ
㎏
巳
一
凶
。
戸

　
ミ
恥
§
篤
§
ぎ
鳴
ミ
§
§
簑
（
一
Q
Q
㊤
窃
）
は
未
見
。
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ボルドー酒

小樽数

　　890

大樽数年次

　　　　　　　1

109，944－∴1784

520122，7491786

173564，6321787

周域産酒

　　　　E大更数1小樽数年次

1，020
　　　　1
4，376－r一1784

1，047
　　　　　　1

24・465万1786

1，951
　　　　　1

22・593互1787

Tarrade，　oP．　cit．，　t．　2　p．　657．

瓶詰葡萄酒は上表からは省か

れている。

＠
　
U
o
覧
ρ
愚
■
ミ
こ
や
①
O
…
喝
。
巳
層
。
》
ミ
ニ
や
置
ご
鑑
帥
犠
o
P
b
ミ
ざ
苧

　
ミ
ミ
喚
馬
…
…
o
》
ミ
ニ
℃
●
鐙
ω
．

⑭
O
げ
ρ
℃
o
憎
O
コ
α
①
門
。
環
。
唇
の
よ
う
に
評
定
官
を
兼
職
し
た
例
。
U
O
覧
ρ
o
》

　
ミ
ニ
℃
℃
’
鼠
I
H
伊
①
①
●

⑮
　
市
役
人
の
所
有
地
は
旧
オ
ル
ノ
ン
伯
領
内
の
諸
教
区
つ
ま
り
ω
亨
O
Φ
口
①
ω
℃
日
甲

　
一
8
8
魑
田
α
α
q
一
〇
ω
噂
竃
碧
露
光
餌
ρ
○
冨
蝕
σ
q
昌
㊤
十
目
9
σ
Q
ロ
欝
”
O
ρ
ロ
伽
一
毫
層
O
o
ω
3
。
。
魍

　
く
嵩
ざ
コ
P
く
¢
、
　
℃
動
く
O
菰
山
．
国
団
。
。
ぎ
。
。
管
層
℃
誌
く
O
芯
α
、
o
口
鉾
①
ム
。
篇
苧
諸
。
話
内
の

　
教
区
つ
ま
り
。
魯
。
戸
周
翻
轟
p
切
。
島
8
い
璋
¢
ω
ω
①
。
。
噛
冨
岸
⑦
ω
岩
（
一
部
）

　
鳥
．
》
詳
覧
器
伊
O
震
お
湿
p
戸
び
o
H
ヨ
。
昌
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
概
し
て
ボ
ル
ド
ー

　
近
郊
で
タ
イ
ユ
・
ペ
ル
ソ
ネ
ル
の
地
で
あ
る
。
き
馬
画
鯛
や
㎝
。
。
．

⑳
　
U
o
覧
ρ
愚
．
ミ
ニ
唱
℃
■
困
Φ
O
山
曾
唱
這
H
占
8
℃
b
。
“
O
凸
日
膳
弔

⑰
　
蜜
●
い
げ
Φ
誌
臨
。
斜
U
o
9
げ
9
9
回
国
⑩
く
。
影
江
。
詳
帥
切
。
乙
。
琶
露
山
、
㊤
箕
①
。
・

　
ざ
ω
貯
三
Φ
窪
①
。
。
日
p
自
ω
o
嵩
陸
⑦
ω
α
o
観
Φ
塁
①
切
Φ
簑
巴
窪
（
℃
9
菖
ρ
搭
一
ε
’
℃
・

　
ω
Q
。
噛
U
o
覧
ρ
o
噂
．
ミ
ニ
℃
・
b
。
G
。
①
・
ネ
ッ
ケ
ル
が
選
挙
制
を
復
活
q
U
①
ω
σ
q
轟
く
o
ρ

　
ミ
“
．
ミ
こ
℃
9
鰹
■

㊥
　
こ
の
時
の
勅
任
役
人
の
中
に
ジ
ャ
ソ
ソ
ネ
（
の
ち
の
ジ
ロ
ソ
ド
党
員
）
が
い
る
。

　
ピ
び
。
鼠
菖
①
斜
。
賢
ミ
蝋
二
や
春
⊃
c
Q
（
一
Y
な
お
、
　
一
七
六
四
年
の
ラ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
行
政

　
改
革
は
ボ
ル
ざ
一
に
関
し
て
は
大
き
な
変
更
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
。
竃
■
切
。
『
－

　
9
即
　
卜
、
＆
§
§
誉
蔓
ミ
画
§
培
、
o
§
ミ
ミ
恥
ミ
§
画
§
詩
軌
憾
ミ
馬
§
等
ミ
N
ミ
§
購

　
眺
爵
口
紅
騨
鳶
（
勺
宥
量
お
圃
b
。
）
や
G
。
O
冷
○
¢
ω
G
q
『
騨
く
⑦
ρ
ミ
岱
ミ
ニ
℃
■
α
ρ

⑳
　
U
O
覧
ρ
o
幡
ミ
ニ
や
N
。
。
o
。
…
ピ
9
瓜
匿
Φ
斜
。
》
ミ
ニ
娼
．
。
。
Q
。
・

⑭
　
百
三
十
人
会
に
つ
い
て
は
】
）
Φ
ω
σ
q
諺
く
①
。
・
℃
ミ
、
■
ミ
■
や
α
。
。
占
O
■
市
職
能
団
と

　
し
て
は
一
七
五
二
年
時
点
で
八
五
団
体
が
存
し
、
七
四
団
体
が
百
三
十
人
用
に
代

　
理
人
を
遣
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
。
荷
揚
人
夫
に
は
団
体
組
織
の
資
格
が
な
く
、

　
外
科
医
・
理
髪
師
・
司
祭
団
は
被
代
理
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
膨
箕
9

　
三
輪
。
賃
。
・
ω
o
戸
。
辱
．
職
鵯
二
や
ド
膳
O
…
岩
器
ユ
鉱
。
村
「
o
》
ミ
’
闇
や
陰
」
な
お
、

　
一
八
世
紀
に
外
科
医
の
お
か
れ
た
境
遇
に
つ
い
て
は
、
月
ら
Ω
巴
欝
昌
9
U
雲
×

　
o
巳
ε
冨
。
。
噂
儲
器
鷲
。
囲
⑦
。
。
。
・
一
8
”
冨
ω
o
課
毎
茜
δ
諺
ゆ
㊤
5
0
巴
ω
p
口
×
メ
＜
H
H
H
⑦

　
ω
δ
o
一
P
需
き
§
弩
ミ
絵
ミ
唖
恥
噛
き
§
§
馬
ミ
ら
§
§
嚇
昼
ミ
ミ
ミ
梓
・
b
。
圃
甘
濠
。
け
－
u
噂
。
や

　
お
。
。
ρ
℃
や
ま
。
。
1
膳
。
。
膳
．

＠
U
o
覧
ρ
。
》
ミ
こ
℃
℃
・
N
◎
。
下
b
。
◎
。
り
．
カ
ロ
ソ
ヌ
は
一
七
八
七
年
三
月
、
補
…
助
地
租
、

　
王
国
賦
役
の
買
戻
し
、
新
教
徒
居
住
権
を
骨
子
と
す
る
勅
令
を
出
し
高
等
法
院
を

　
揺
さ
ぶ
っ
た
（
ボ
ル
ド
ー
は
七
票
差
で
登
録
拒
否
）
が
、
八
月
一
一
日
に
は
ブ
リ

　
エ
ン
ヌ
が
地
方
議
会
と
第
二
次
よ
2
0
税
の
延
長
を
求
め
、
こ
れ
を
損
ん
だ
（
た

　
だ
し
ラ
ヴ
ィ
ら
＝
ハ
票
の
賛
成
が
あ
っ
た
）
ボ
ル
ド
ー
法
院
を
リ
ブ
ー
ル
ヌ
に
強

　
捌
移
転
し
た
。
U
O
覧
や
O
特
ミ
ニ
や
b
二
瞬
…
ご
回
⑦
ユ
鉱
O
J
O
》
ミ
ニ
℃
や
b
o
－
Q
◎
・

三
　
全
国
三
部
会
へ
の
過
程

　
す
で
に
ギ
エ
ン
ヌ
州
内
、
ボ
ル
ド
ー
市
内
で
の
身
分
閻
、
身
分
内
一
体
性

は
虚
構
と
な
っ
て
い
た
が
、
全
国
三
部
会
の
選
挙
・
陳
情
書
作
成
の
過
程
で

そ
れ
は
明
白
に
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
あ
ら
わ
れ
は
州
三
部

会
再
建
案
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
王
国
賦
役
の
改
革
や
地
方
議
会
に
不
満
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な
法
服
貴
族
層
は
、
リ
ブ
ー
ル
ヌ
よ
り
帰
還
後
の
八
八
年
九
月
、
一
六
〇
四

年
以
来
の
州
三
部
会
の
再
建
を
国
王
に
提
言
し
、
そ
こ
で
築
く
有
利
な
地
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
上
に
、
全
国
三
部
会
選
挙
を
準
備
し
よ
う
と
計
っ
た
。
以
下
、
同
時
代
の

証
人
ベ
ル
ナ
ド
ー
弁
護
士
の
日
誌
も
参
照
し
つ
つ
、
身
分
・
職
能
団
体
別
の

対
応
を
辿
っ
て
み
た
い
。
一
一
月
一
三
日
に
州
貴
族
臨
席
下
の
高
等
法
院
で

動
議
と
さ
れ
た
こ
の
再
建
案
は
、
パ
リ
高
等
法
院
の
九
月
裁
定
の
不
人
気
を

考
慮
し
て
か
僧
侶
八
○
、
貴
族
一
六
〇
、
第
三
身
分
二
四
〇
の
構
成
を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
ど
、
一
定
の
譲
歩
を
示
し
な
が
ら
、
身
分
別
票
決
で
は
譲
っ
て
い
な
い
。

ネ
ラ
ッ
ク
ら
の
貿
易
商
人
語
は
、
ラ
デ
バ
の
率
い
る
工
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
団
と

と
も
に
、
身
分
別
比
率
を
一
”
二
鱒
四
と
す
る
条
件
で
乗
る
姿
勢
を
示
し
た

が
、
非
ネ
ゴ
シ
ア
ン
の
商
人
四
団
体
は
、
全
国
三
部
会
開
催
後
の
課
題
な
り

と
し
て
検
討
さ
え
拒
否
し
た
。
外
科
医
団
も
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
が
、
こ

の
非
妥
協
的
態
度
は
百
三
十
人
会
構
成
資
格
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
市
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

上
で
の
地
位
と
も
対
応
し
て
い
る
。
市
役
人
団
の
場
合
は
再
建
案
の
誘
い
に

の
っ
て
お
ら
ず
、
市
制
上
の
地
位
や
ラ
モ
ワ
ニ
ヨ
ン
改
革
で
示
し
た
高
等
法

　
　
　
　
④

院
へ
の
忠
誠
か
ら
す
る
と
奇
異
の
感
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
バ
ロ
ニ
ィ
等
の

所
有
主
で
ア
ノ
ブ
リ
の
肩
書
き
を
も
つ
ジ
ュ
ラ
に
は
州
三
部
会
で
配
当
さ
れ

る
第
三
身
分
の
議
庸
が
到
底
、
甘
受
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ

れ
る
。r

ヒ
の
再
建
地
域
案
は
北
辺
は
リ
ム
ー
ザ
ン
、
サ
ソ
ト
ソ
ジ
ュ
両
州
、
南
は

オ
ー
ク
納
税
管
区
ま
で
も
包
摂
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
へ
の
よ
び
か
け

は
、
合
併
工
作
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
テ
ユ
ル
で
ポ
ワ
サ
ッ
ク
評
定
官
が
お
こ

な
っ
た
よ
う
に
自
己
の
所
領
地
が
存
在
す
る
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
ご
と
、
当
該
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

族
が
三
身
分
会
議
を
提
唱
す
る
な
ど
、
き
め
細
か
い
手
段
に
よ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
リ
ム
ー
ザ
ソ
、
サ
ソ
ト
ソ
ジ
ュ
の
貴
族
、
第
三
身
分
は
結
集
を
拒
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

州
内
で
も
ペ
リ
グ
ー
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
の
貴
族
は
独
立
の
三
部
会
を
望
ん
だ
。

と
く
に
リ
ム
ー
ザ
ン
州
の
場
合
は
、
八
七
年
七
月
の
ブ
リ
エ
ソ
ヌ
地
方
議
会

が
、
高
等
法
院
代
理
貴
族
と
の
対
立
の
た
め
不
調
に
お
わ
っ
た
こ
と
に
在
地

第
三
身
分
が
恨
み
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
テ
ユ
ル
、
ブ
リ
ー
ヴ
、

ユ
ゼ
ル
シ
ュ
の
三
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
と
も
一
七
六
〇
年
代
の
税
制
改
革
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
タ
イ
ユ
・
レ
エ
ル
の
減
免
を
み
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
こ
れ
ら
の
自

立
志
向
は
、
司
法
管
轄
の
面
で
も
す
で
に
観
取
さ
れ
た
こ
と
で
、
リ
モ
ー
ジ

ュ
、
テ
ユ
ル
、
ア
ソ
グ
レ
ー
ム
の
各
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
は
、
ア
ン
グ
レ
ー
ム
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

大
バ
イ
ヤ
ー
ジ
に
昇
格
す
る
こ
と
を
観
迎
し
た
の
で
あ
り
、
総
じ
て
リ
ム
ー

ザ
ン
納
税
管
区
が
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
か
ら
の
税
制
上
、
司
法
上
の
独
立
を

果
す
か
、
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
ア
ジ
ャ
ソ
で
も
市
債
・
職
能
団
・
有
力
住
民
の
会
議
は
州
三
都
会
の
合
同

・
個
人
別
票
決
を
求
め
た
が
、
そ
の
背
後
に
、
コ
ン
ド
ム
や
ダ
ッ
ク
ス
と
同

様
、
上
座
裁
判
所
の
大
．
ハ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
昇
格
を
歓
迎
す
る
空
気
が
強
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
ガ
ロ
ソ
ヌ
川
上
流
の
ア
ジ
ャ
ソ
、
コ
ソ
ド
ム
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は
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ェ
川
の
ペ
リ
グ
ー
と
な
ら
ん
で
葡
萄
酒
輸
送
上
の
段
菊
を

受
け
て
い
た
地
域
で
あ
っ
て
、
商
業
レ
ベ
ル
の
対
立
・
不
満
か
ら
司
法
権
上

の
分
離
独
立
へ
の
回
路
を
具
体
例
で
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、

多
く
葡
萄
栽
培
地
主
で
も
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
地
域
の
法
官
層
お
よ
び
取
引
商

人
腰
が
、
そ
れ
だ
け
ボ
ル
ド
ー
法
院
へ
の
対
抗
心
・
不
満
を
つ
の
ら
せ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

　
全
国
三
部
会
に
む
け
て
の
貴
族
層
の
陳
情
・
意
見
微
塵
は
州
下
の
各
セ
ネ

シ
ョ
ッ
セ
↓
ボ
ル
ド
ー
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
↓
高
等
法
院
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

1
構
造
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
州
三
部
会
は
陽
の
め
を
み
な
か
っ
た

も
の
の
司
法
制
度
で
の
垂
直
的
な
階
層
性
が
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
た
。
一
月

九
日
に
は
個
人
劉
票
決
や
合
同
討
議
を
受
容
し
が
た
い
も
の
と
す
る
声
明
を

　
　
⑫

発
表
し
、
二
月
一
〇
臼
の
陳
情
書
に
は
、
高
等
法
院
の
主
張
す
る
封
印
逮
捕

状
の
廃
止
、
建
言
・
登
録
権
の
保
全
、
そ
れ
に
重
三
部
会
の
復
活
が
改
め
て

　
　
　
⑬

要
求
さ
た
。
と
こ
ろ
が
最
終
段
階
で
二
二
名
の
帯
剣
貴
族
お
よ
び
ネ
ゴ
シ
ア

ン
あ
が
り
の
授
爵
貴
族
が
署
名
を
拒
み
、
独
自
の
陳
情
書
作
成
に
む
か
っ
た

　
　
　
⑭

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
貴
族
の
代
表
的
人
物
は
、
一
七
七
七
年
い
ら
い
大
セ

ネ
シ
ャ
ル
で
ラ
モ
ワ
ニ
ヨ
ン
改
革
で
も
大
バ
イ
イ
の
地
位
を
得
る
は
ず
で
あ

っ
た
ら
し
い
デ
ュ
ペ
リ
エ
・
ド
・
ラ
ル
サ
ン
（
一
時
ボ
ル
ド
…
全
身
分
集
会

を
主
宰
）
や
、
ア
ジ
ュ
ネ
地
方
の
所
領
と
ラ
カ
ノ
ー
（
ラ
ン
ド
西
部
）
の
領

主
で
あ
る
が
宮
廷
に
出
仕
し
て
い
た
デ
ュ
ラ
公
な
ど
で
、
ボ
ル
ド
ー
法
服
貴

族
と
は
異
流
で
あ
り
、
ネ
ヅ
ケ
ル
の
方
針
を
支
持
し
て
、
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
第

三
身
分
選
挙
人
会
で
の
高
等
法
院
勢
や
セ
ネ
シ
ャ
ル
総
代
官
兼
評
定
官
ラ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

i
ズ
ら
の
影
響
力
を
と
く
に
警
戒
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
こ

ギ
エ
ソ
ヌ
州
で
も
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
、
フ
ラ
ソ
シ
ュ
・
コ
ン
テ
両
州
の
「
ア

ノ
ブ
リ
」
層
と
同
じ
よ
う
な
、
伝
統
的
貴
族
に
対
抗
し
て
第
三
身
分
と
結
ぶ

勢
力
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
に
は
ブ
リ
エ
ン
ヌ
の
地
方
議
会
時

代
、
非
協
力
的
で
あ
っ
た
テ
ェ
ル
の
法
服
領
主
ポ
ワ
サ
ッ
ク
へ
の
雪
嵐
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

捨
て
な
い
エ
ヤ
ン
公
の
よ
う
な
帯
剣
貴
族
も
い
た
。
全
国
三
部
会
の
選
出
過

程
で
、
か
れ
ら
は
概
し
て
ボ
ル
ド
ー
よ
り
遠
方
の
貴
族
を
糾
合
し
て
デ
ィ
シ

ダ
ソ
と
し
て
結
集
し
、
六
月
に
は
独
自
の
代
表
麟
を
自
認
し
全
国
三
部
会
に

　
　
　
　
　
⑰

承
認
を
求
め
た
。
そ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
国
王
軍
か
ら
の
不
安
の
解

消
に
尽
力
し
た
デ
ュ
ラ
公
が
九
月
に
は
州
軍
司
令
官
に
任
命
さ
れ
、
七
月
以

降
の
第
三
身
分
九
〇
名
選
挙
人
会
を
中
核
と
し
た
諸
政
革
命
に
合
流
し
て
い

⑱た
。
と
す
れ
ば
ボ
ル
ド
ー
で
の
「
八
九
年
革
命
」
も
自
由
主
義
費
族
と
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

身
分
代
表
の
協
同
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
三
身
分
層
の
場
合
、
ネ
ゴ
シ
ア
ン
層
と
他
の
職
能
別
団
体
、
お
よ
び
ボ

ル
ド
…
市
と
周
辺
地
域
間
の
調
整
が
焦
点
と
な
る
。
八
九
年
二
月
、
商
業
会

議
所
を
核
と
す
る
貿
易
商
人
層
は
陳
情
書
の
会
議
所
あ
て
送
付
を
諸
団
体
に

要
請
す
る
こ
と
で
セ
ネ
シ
ョ
ヅ
セ
第
三
身
分
会
と
統
一
カ
イ
エ
の
作
成
に
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

導
権
を
と
ろ
う
と
し
た
が
他
の
基
体
の
協
調
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
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だ
が
貿
易
商
人
層
は
こ
う
し
た
過
程
で
ジ
ュ
ラ
層
と
は
こ
と
な
り
、
大
勢
の

動
き
に
順
応
す
る
方
向
を
と
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結

果
、
三
月
の
議
員
選
挙
に
は
選
挙
人
会
か
ら
ネ
ラ
ッ
ク
、
ラ
フ
岬
ノ
ル
グ
の
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ゴ
シ
ア
ソ
ニ
名
（
菊
名
中
）
が
選
出
さ
れ
て
お
り
、
か
れ
ら
の
影
響
力
と
信

望
が
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
市
役
人
団
は
大
分
ネ
シ
ャ
ル
か
ら
第
三
身
分
予
選
会
の
召
集
を
委
さ
れ
た

が
、
選
出
母
胎
と
し
て
は
認
知
さ
れ
ず
、
兼
職
者
の
み
に
個
々
の
職
能
団
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ら
選
出
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
選
挙
人
集
会
を

前
に
、
諸
団
体
に
た
い
し
自
薦
運
動
を
試
み
る
が
、
元
来
ア
ノ
ブ
リ
の
肩
書

き
を
主
張
し
て
第
三
身
分
へ
の
同
化
を
拒
ん
で
き
た
だ
け
に
、
効
果
は
望
め

な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
個
々
に
選
出
さ
れ
た
者
も
三
月
八
日
の
選
挙
人

会
で
の
資
格
審
査
で
ネ
ゴ
シ
ア
ン
兼
職
者
は
甥
と
し
て
ほ
ぼ
排
除
さ
れ
て
し

　
㊧

ま
う
。

　
い
ま
一
つ
重
要
な
の
は
農
村
代
表
の
問
題
で
あ
る
。
早
く
も
一
二
月
＝
一

日
の
職
能
諸
団
体
代
褒
の
予
備
集
会
で
、
函
南
者
数
に
か
ん
す
る
ラ
ブ
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
（
在
地
富
農
層
）
の
同
意
と
り
つ
け
を
重
視
す
る
発
言
も
あ
っ
た
が
、
三

月
＝
二
日
、
ガ
ラ
…
弁
護
士
な
ど
に
鼓
吹
さ
れ
た
農
村
民
予
選
人
は
召
集
規

約
に
い
う
一
一
〇
名
の
選
挙
人
数
を
不
満
と
し
、
同
時
に
独
自
の
議
員
選
出

を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
二
三
日
の
都
市
予
選
会
か
ら
は
、

共
通
の
議
員
代
表
と
ひ
き
か
え
に
農
村
選
挙
極
数
を
二
〇
〇
と
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
㊧

提
案
さ
れ
た
。

　
結
局
、
こ
の
間
の
国
王
か
ら
の
指
令
書
に
も
と
づ
き
、
四
月
八
日
に
む
け

二
〇
〇
名
の
農
村
選
挙
人
は
別
儀
の
四
議
員
を
選
ぶ
こ
と
、
そ
の
代
り
、
都

市
選
挙
人
会
と
で
共
通
の
陳
情
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
選
出
議
員

は
カ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
村
医
や
プ
レ
イ
の
代
訴
人
な
ど
町
村
部
の
有
識
層
で
あ

っ
た
。
四
月
一
〇
瞬
に
一
八
名
つ
つ
の
委
員
で
作
成
さ
れ
た
合
同
陳
情
書
は
、

葡
萄
酒
搬
入
税
の
軽
減
と
道
路
事
情
の
改
善
と
い
う
、
農
村
の
非
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
資
格
者
に
と
り
切
実
な
も
の
で
あ
る
が
、
起
草
委
員
で
も
相
対
的
優
位
を

し
め
た
（
一
八
名
立
七
名
）
貿
易
商
人
と
の
関
係
で
は
柔
い
内
容
に
な
っ
て

謬い
る
。
両
者
の
間
に
は
海
外
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
市
内
の
賑
売
優
先
権

を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
の
点
は
、
都
草
内
非
ネ
ゴ
シ
ア
ン
商

人
、
非
土
地
所
有
の
職
業
市
民
も
農
村
民
の
差
別
撤
廃
の
要
求
に
和
し
た
と

思
わ
れ
、
そ
う
し
た
事
情
を
ふ
く
め
て
陳
情
書
は
両
者
の
ぎ
り
ぎ
り
の
妥
協

点
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
農
村
代
表
の
聞
題
は
、
ネ
ッ
ケ
ル
が
こ
れ
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も

か
ら
ん
で
他
州
で
も
聞
題
化
し
た
が
、
ボ
ル
ド
ー
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
で
は
一

八
世
紀
を
と
お
し
て
ボ
ル
ド
ー
市
が
占
め
て
い
た
特
殊
な
導
燈
を
反
映
し
て
、

農
村
の
意
向
を
当
初
か
ら
問
接
的
に
せ
よ
代
弁
し
う
る
都
市
内
勢
力
は
存
在

せ
ず
、
そ
の
た
め
農
村
の
独
立
代
表
へ
の
志
向
は
強
か
っ
た
。
そ
の
点
が
ナ

ン
ト
商
人
層
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
法
曹
家
集
（
法
服
費
族
を
も
含
む
）
と
こ
と
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な
る
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
第
三
身
分
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
⑭

が
る
）
結
集
軸
の
所
在
い
か
ん
に
よ
る
の
で
あ
る
。

（
特
権
身
分
に
も
ま
た

①
目
冨
ユ
ニ
撃
愚
．
ミ
こ
℃
，
卜
。
。
。
■
》
■
司
。
旨
㊦
㎝
戸
砺
8
ミ
黛
§
ミ
ぎ
ミ
口
恥
§

　
野
馬
8
、
ミ
噺
§
ミ
穂
切
ミ
§
ミ
ミ
（
O
江
。
巳
噛
）
は
未
見
。

②
　
U
o
覧
P
o
特
争
乱
や
ト
ニ
㊤
ρ

③
い
プ
。
ユ
詫
。
眞
愚
．
ミ
‘
三
唱
・
ω
り
1
念
．
な
お
、
U
ρ
融
。
山
山
。
い
鱒
O
⑩
σ
霧
（
蝕
。
。
）

　
（
H
刈
劇
Φ
1
戸
Q
g
b
2
Φ
）
は
楯
持
ち
費
族
で
父
子
二
代
に
わ
た
り
ネ
ゴ
シ
ア
ン
。
統
計
・
経

　
済
学
者
で
も
あ
る
子
は
八
九
年
に
自
由
主
義
貴
族
に
合
流
。
N
9
繕
一
℃
．
。
。
り
（
ω
γ

　
口
8
げ
母
阜
。
㌧
．
ミ
．
℃
や
障
ド
．
立
法
議
会
議
員
と
し
て
も
活
躍
。

④
U
O
覧
ρ
o
》
ミ
‘
や
ワ
培
？
卜
⊃
震
’
ボ
ル
ド
ー
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
法
官
団
、
弁

護
士
団
、
大
学
と
連
携
し
て
法
院
を
支
持
。

⑤
　
害
巴
賦
。
ン
愚
．
ミ
．
ψ
や
窃
9
り
3
、
一
ρ
§
ミ
ニ
竈
』
O
？
8
H
。
合
併
計

　
画
は
、
ポ
ワ
ツ
ー
、
ア
ン
ダ
モ
ア
、
サ
ン
ト
ン
ジ
ュ
、
リ
ム
ー
ザ
ン
、
オ
ー
ト
ギ

　
エ
ソ
ヌ
（
胴
ケ
ル
シ
ー
地
方
）
、
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
全
域
を
含
む
と
い
わ
れ
た
。
｝
“

　
勺
げ
づ
雷
象
。
。
℃
卜
”
窺
無
ミ
蔑
。
§
窺
ミ
。
と
。
罵
N
冴
誉
§
O
帖
ミ
馬
§
罵
ミ
鳶
嚇
嵩
§
ミ
馬
博
ミ
ミ

　
蟄
乱
驚
ミ
騎
欝
昏
ω
○
母
s
嵐
画
舘
侮
お
ト
§
§
窃
慧
爲
偽
N
I
醤
℃
Q
（
月
信
躍
ρ
お
O
o
。
）
℃
．

　
H
メ
。
。
ρ
貴
族
名
と
働
き
か
け
の
あ
っ
た
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
名
は
以
下
の
と
お
り
。

　
男
睾
羽
虫
。
ω
男
爵
↓
リ
モ
ー
ジ
ュ
、
目
窪
窪
冨
。
α
。
。
。
①
象
曾
⑦
ω
伯
と
上
馬
裁
刑

　
事
代
官
H
目
。
口
冒
㊤
o
↓
ブ
リ
…
ヴ
、
O
o
旨
び
9
巳
け
山
。
図
器
騨
。
男
爵
↓
マ
ル
シ
ュ
・

　
リ
ム
ー
ザ
ソ
の
ゲ
レ
ー
・
セ
ネ
シ
ョ
ヅ
セ
。
こ
の
う
ち
ブ
リ
ー
ヴ
で
は
か
っ
て
領
主

　
権
を
主
張
す
る
ノ
ワ
イ
ユ
公
と
市
コ
ソ
シ
ュ
ル
の
対
立
が
あ
り
、
費
族
の
よ
び
か

　
け
を
桓
ん
だ
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
℃
至
純
ρ
a
ω
鴨
。
》
ミ
こ
℃
℃
●
N
㎝
凸
¢

⑥
リ
ム
ー
ザ
ン
地
元
貴
族
は
、
狸
ル
イ
が
イ
ギ
リ
ス
王
に
割
譲
し
た
土
地
か
ら
リ

　
ム
ー
ザ
ソ
が
除
か
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
一
四
五
～
年
の
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
の
彬

　
割
地
か
ら
も
除
外
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
ギ
エ
ソ
ヌ
州
三
部
会
へ
の
参
加

　
を
固
辞
し
て
い
る
。
N
ミ
斜
こ
や
緯
．

⑦
　
N
驚
野
や
旨
…
り
①
h
①
〈
び
器
響
。
憶
．
亀
譜
や
Q
◎
メ
　
前
掲
邦
訳
四
一
～
一
i
四
四
頁
。

　
ま
た
ジ
モ
ー
ジ
ュ
・
バ
イ
ヤ
ー
ジ
法
宮
の
領
主
独
占
権
の
廃
止
、
単
…
租
税
簿
の

　
主
張
血
夢
照
。
℃
F
U
p
≦
。
噂
。
戸
勺
き
ミ
§
馬
ミ
旨
§
恥
篤
防
受
ミ
禽
§
蕊
謁
き
ミ
ミ
ご
嚇
ミ
遷

　
ざ
ミ
帖
a
§
勲
、
§
嚇
題
賊
謎
心
∴
N
b
版
（
竃
器
ω
8
ぎ
。
。
Φ
ヰ
。
・
層
お
認
）
℃
」
＄
（
露
）
」
8
．

⑧
認
P
鼠
O
P
け
§
謹
碍
濤
§
：
：
：
O
賢
鼠
蝋
こ
や
や
嵩
艀
－
欝
q
…
∪
聖
誘
O
P
O
§
鼠
馬
‘

　
や
置
◎
置
G
。
（
鐙
）
…
り
。
覧
ρ
o
特
亀
譜
や
培
㊤
旧
試
§
蕊
聴
恥
㌧
ミ
N
馬
§
§
慧
暗
禽

　
鳶
ω
．
唱
や
鋒
O
ふ
脅
■
但
し
ア
ソ
グ
レ
…
ム
は
パ
リ
高
等
法
院
検
事
総
長
に
よ
る

　
分
類
で
は
、
新
体
制
下
の
職
務
を
拒
ん
だ
、
と
あ
る
。

⑨
ピ
び
二
三
〇
が
。
賢
。
糠
こ
や
農
“
翼
葭
δ
P
o
丸
写
．
．
℃
▼
お
㎝
■
こ
の
改
革
で

　
ボ
ル
ド
…
法
院
は
四
八
官
職
保
有
者
に
減
員
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
U
剛
径
鼠
－

　
訟
霧
噛
。
賢
9
賄
こ
や
μ
Q
Q
．

⑩
　
ア
ジ
ャ
ン
で
は
八
対
三
で
登
録
賛
成
派
が
多
数
を
占
め
た
。
U
騨
〆
話
o
P
愚
■

　
賦
譜
や
謀
Q
◎
（
Q
◎
目
Y

　
　
な
お
、
　
一
七
八
九
年
晴
点
上
座
裁
判
所
、
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
現
職
司
法
官
数
は
左

　
の
と
お
り
。

叢叢高｛倉翻②

酷ベールN・…⑫（・629）

募粥地｛認⑫

18

11

5

s

11

Libourne　＠（1639）　10

郷地募・・x⑪

飛騨｛i難，魁）

9

13

15

7

15

7

6

16

9

Dawson，　oP．　eit．，　p．　359，　Appendix

Table　A　4．より抽出。

⑨はプレジデ4アル兼有。

（132）132



王政改革期のギエソヌ州綱本）

⑪
い
9
三
。
き
馨
し
罫
や
8
’

⑫
u
o
覧
ρ
愚
．
鼠
譜
唱
b
Φ
ω
凸
り
野
（
切
。
ヨ
ρ
α
讐
日
誌
に
な
い
）

⑬
⑭
　
奪
ミ
「
や
b
。
㊤
野

⑮
　
」
ミ
猟
’
や
Q
o
一
勺
℃
・
b
◎
り
劇
－
ト
ニ
①
①
嚇
U
財
㊦
嵩
江
①
き
。
》
賦
野
℃
・
朝
一
・
　
こ
れ
は
シ
エ

　
イ
エ
ス
の
、
法
服
貴
族
に
よ
る
第
三
身
分
の
代
理
を
否
定
す
る
思
想
と
対
応
す
る
。

　
ω
δ
曳
①
ρ
q
笹
ミ
■
”
唱
や
⊂
。
り
占
戸
嚇
シ
エ
イ
エ
ス
著
、
五
十
嵐
前
掲
邦
訳
二
五
－
三

　
四
頁
。
シ
エ
イ
エ
ス
も
こ
の
よ
う
な
具
体
的
事
例
を
ふ
ま
え
な
が
ら
考
え
を
ま
と

　
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
勺
冨
馨
p
巳
。
。
一
〇
》
o
“
赴
や
爬
¢
G
。
．
　
一
般
に
、
帯
剣
貴
族
と
法
服
貴
族
の
同
様

　
の
関
係
は
、
U
o
覧
Φ
噛
、
．
同
財
㊦
｝
ユ
馨
o
o
霞
銭
。
涛
o
p
o
伴
ざ
昌
…
…
二
蟄
ミ
・
興
国
こ
℃
℃
・

　
昇
O
り
…
H
同
Q
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、
　
フ
ラ
ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ
両
州
に
お
け
る
ア
ノ
ブ
リ

　
の
桝
面
向
は
、
国
α
q
目
。
拙
い
俘
娼
門
争
議
く
O
ぎ
銘
O
膣
㊦
P
娼
「
o
く
Φ
ロ
。
④
ミ
外
職
馬
二
噂
・
一
〇
〇
。

　
占
δ
…
9
勇
ゆ
ヨ
ρ
冒
滋
く
。
ご
け
δ
鋤
頃
讐
呂
銭
占
。
艮
Φ
ミ
馬
．
ミ
‘
唱
や
b
。
G
。
H

　
I
N
㎝
ω
　
卜
o
q
G
Q
l
b
σ
①
O
。

　
　
　
魑

⑰
O
o
覧
。
噂
愚
．
轟
こ
や
H
㊤
↓
■

⑱
浮
㊤
。
ρ
切
。
ミ
§
§
§
良
馬
為
馬
9
§
§
塗
篭
霞
N
ミ
（
一
①
¢
c
。
）
や
声
ω
劇
・

⑲
僧
族
に
つ
い
て
は
、
地
方
議
会
で
重
き
を
な
す
は
ず
で
あ
っ
た
ボ
ル
ド
ー
大
司

　
教
シ
ャ
ソ
ピ
オ
ソ
・
シ
セ
（
の
ち
法
相
）
ら
指
導
層
が
州
三
部
会
案
検
討
に
熱
意

　
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
月
一
〇
研
の
費
族
集
会
に
同
席
を
み
と
め
ら
れ
な

　
か
っ
た
こ
と
へ
の
不
満
が
強
く
、
愛
野
の
側
で
も
三
月
九
日
の
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
三

　
身
分
全
体
会
議
で
シ
セ
の
議
長
就
任
（
大
セ
ネ
シ
ャ
ル
が
指
名
）
を
拒
ん
だ
。
僧

　
族
身
分
内
部
で
も
そ
の
後
、
全
体
会
議
の
場
を
揮
ら
ず
、
シ
セ
派
と
か
れ
の
代
理

　
権
に
異
を
唱
え
る
ピ
ッ
フ
ォ
ン
（
下
級
聖
職
者
層
を
代
弁
）
派
と
に
分
裂
し
て
い

　
る
。
　
（
三
月
一
〇
、
一
二
研
）
ご
己
甑
鉱
①
さ
愚
．
ら
蝋
艦
二
℃
．
置
層
℃
℃
．
累
凸
。
。
・

⑳
§
3
や
㎝
釦
■

⑳
　
專
焼
3
℃
や
爲
－
黛
・

＠
　
き
噛
3
℃
や
濫
ふ
ρ
曾
．

⑳
N
ミ
野
や
締
…
三
月
三
日
～
八
日
の
選
挙
過
程
概
略
を
参
照
。
℃
や
緕
占
¢

⑭
　
h
驚
3
や
ω
の
．
香
水
商
人
の
舅
門
田
臼
ρ
α
ρ
や
の
心
。
・

⑳
　
♂
ミ
雪
℃
や
α
。
。
ふ
H
じ

⑳
き
ミ
讐
℃
・
忠
…
U
。
覧
②
曽
旨
し
帖
馬
：

⑳
N
窯
3
℃
℃
．
2
豊
里
」
ミ
職
噌
膀
℃
ミ
§
ミ
ミ
ミ
蕊
噛
轄
ω
讐
娼
℃
・
も
。
㊤
圃
ム
O
僧

　
馬
差
o
o
層
。
》
購
“
譜
や
お
亀
司
法
関
係
で
は
売
宮
詣
の
補
償
を
伴
う
廃
止
、
終
審

　
院
官
職
は
下
級
裁
判
所
（
上
座
・
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
裁
鞠
所
）
の
経
験
者
の
み
に
朋

　
放
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
高
等
法
院
に
た
い
す
る
厳
然
た
る
姿
勢
が
う

　
か
が
え
る
。

⑱
　
都
市
部
の
起
草
委
員
職
業
別
は
、
ネ
ゴ
シ
ア
ン
七
、
弁
護
土
山
、
あ
と
は
医
師
、

　
旧
市
長
、
市
庁
代
理
官
、
代
訴
人
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
資
格
者
、
旧
ジ
ュ
ラ
、
薬
幣
師
、

　
板
商
人
が
各
一
名
で
あ
る
。
農
村
部
は
国
務
弁
護
士
・
弁
護
士
で
三
、
外
科
医
一
一
、

　
代
訴
人
一
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
資
格
者
一
、
残
り
一
一
名
は
ベ
ル
ナ
ド
ー
に
記
載
な
い
。

　
地
域
別
で
は
、
い
導
山
。
。
。
三
、
鼠
0
α
o
ρ
醤
p
。
窪
守
困
雪
窪
σ
q
①
、
無
二
、
国
璽
賞
。
、

　
伽
①
巽
－
鍔
。
昼
0
巳
巳
き
間
ゆ
一
亀
ρ
切
8
お
’
O
百
げ
N
品
。
”
O
o
β
啓
帥
ρ
≦
葺
③
N
ρ

　
凋
同
8
鶏
α
ρ
切
p
ω
ω
㌣
切
魯
き
α
q
¢
各
一
で
あ
る
。

⑳
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
州
に
お
け
る
農
村
代
表
の
問
題
は
、
国
α
q
話
戸
U
①
ω
o
汰
σ
q
ぎ
①
ω
…

　
o
読
切
お
＄
σ
q
器
ミ
“
・
ミ
こ
唱
．
8
。
。
噛

⑳
同
じ
く
ド
フ
ィ
ネ
州
に
つ
い
て
は
、
切
。
客
●
U
①
謹
①
笛
…
誕
§
ミ
⇔
禽
㌧
飛
憶
驚
秘
ミ
§
、

　
§
義
鉾
ω
、
毛
．
。
。
？
G
。
卜
。
遅
，
。
。
嚇
ワ
q
。
冷
や
O
o
霧
鐘
卜
犠
黛
n
ミ
§
b
§
，

　
慧
§
“
管
ミ
畢
§
ミ
月
掛
（
（
W
O
一
｝
α
く
①
　
一
り
『
◎
◎
）
℃
℃
．
器
凸
S

あ
　
と
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ギ
エ
ソ
ヌ
州
で
の
本
格
的
な
王
国
賦
役
廃
止
の
試
み
は
・
サ
ソ
モ
ー
ル
監
ω

察
官
に
よ
り
・
そ
の
着
任
の
翌
年
に
始
り
、
そ
れ
は
ネ
・
ヶ
ル
財
務
長
官
就
鵬



任
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
王
政
改
革
の
開
始
点
や
改
革
論
の
全
面
的

展
開
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
豪
地
葺
制
の
変
更
が
、
テ

ユ
ル
ゴ
ー
に
よ
る
り
ム
ー
ザ
ソ
納
税
管
区
の
改
革
の
刺
戟
の
も
と
で
一
七
七

六
年
に
開
始
さ
れ
る
と
み
る
こ
と
は
誤
り
で
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
賦
役
の
附

加
税
化
は
、
タ
イ
ユ
の
収
益
比
例
税
化
に
連
動
す
る
点
で
、
王
政
改
革
の
合

理
主
義
的
側
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
改
革
の
結
果
は
、
州
諸
身
分
の
反
王
権
的
団
結
よ
り
も
、
シ
ュ
ブ
デ

レ
ガ
シ
ォ
ソ
や
教
区
毎
の
対
応
の
ず
れ
を
も
た
ら
し
、
賦
役
廃
止
が
意
識
的

・
政
策
的
に
そ
れ
を
狙
っ
た
処
置
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
高
等
法
院
・
租

税
院
・
エ
レ
ク
シ
ォ
ソ
・
市
長
村
長
の
階
層
性
に
示
さ
れ
る
社
財
的
権
威
を

そ
の
末
端
に
お
い
て
弛
緩
さ
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
一
七

七
九
年
か
ら
八
七
年
掛
受
継
れ
る
リ
モ
ー
ジ
ュ
地
方
議
会
の
場
合
は
、
そ
れ

じ
た
い
不
振
に
終
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
が
一
歩
と
な

っ
て
ギ
エ
ソ
ヌ
州
内
の
身
分
闇
（
対
王
権
協
調
的
な
一
部
雪
釣
と
法
服
費
族
）

や
身
分
内
（
帯
剣
貴
族
一
州
総
督
と
法
服
貴
族
）
の
対
立
感
情
を
ひ
ろ
げ
、

ま
た
州
内
地
域
閥
の
亀
裂
を
大
き
く
し
、
革
命
前
史
に
お
け
る
ボ
ル
ド
ー
高

等
法
院
の
指
導
性
を
阻
む
こ
と
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
の
底
流
に
は
、
葡
萄
酒
取
引
を
め
ぐ
る
独
占
的
利
権
が
ひ

き
お
こ
し
て
い
た
高
等
法
院
官
職
保
有
地
主
層
へ
の
周
警
部
の
地
主
・
農
民

層
の
不
満
や
、
裁
判
制
度
上
の
、
法
院
寡
頭
体
制
に
た
い
す
る
、
ア
ジ
ャ
ン

な
ど
周
辺
部
平
民
法
曹
家
層
、
盤
村
有
識
層
の
不
信
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
王
政
改
革
を
機
に
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
種

類
の
タ
イ
ユ
制
度
か
ら
生
じ
る
抵
抗
の
二
重
性
を
も
凌
ぐ
重
た
い
現
実
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
王
国
賦
役
の
改
革
も
、
経
済
・

社
会
的
、
ま
た
法
制
的
な
意
味
で
の
社
団
的
秩
序
の
解
体
を
促
進
す
る
効
果

を
も
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
最
後
に
、
革
命
前
史
に
み
る
ギ
エ
ン
ヌ
州
政
治
の
特
徴
を
要
約
し
て
お
く
。

同
州
で
は
一
七
八
八
年
一
一
月
に
高
等
法
院
に
よ
る
州
三
部
会
構
成
の
裁
定

が
出
さ
れ
る
が
、
本
格
的
な
政
治
的
流
動
化
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
経
済
的

・
司
法
制
度
的
要
因
か
ら
く
る
諸
社
内
層
の
高
等
法
院
離
れ
は
、
役
人
団
を

例
外
と
し
て
そ
れ
よ
り
早
く
始
っ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、

第
三
身
分
の
予
選
人
会
、
選
挙
人
会
も
、
職
能
別
団
体
の
各
代
理
人
を
集
め

て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
も
の
は
、
社
団
的
利
益
の
総
和
で

は
な
く
、
役
人
団
と
実
業
諸
市
民
の
間
の
決
別
、
ネ
ゴ
シ
ア
ン
層
と
そ
の
他

の
職
業
市
民
の
利
害
調
整
で
あ
り
、
都
衛
と
農
村
の
妥
協
・
折
衷
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
国
民
的
利
益
」
が
具
体
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

同
じ
頃
、
ド
フ
ィ
ネ
州
で
は
身
分
を
こ
え
た
社
団
的
結
合
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

立
憲
主
義
的
協
調
を
生
み
だ
す
母
胎
と
な
り
、
ブ
ル
タ
…
ニ
ュ
州
で
は
特
権

対
非
特
権
身
分
の
劇
的
な
対
立
が
露
呈
し
て
い
た
が
、
興
国
ソ
ヌ
州
で
は
、
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身
分
間
の
分
離
・
解
離
が
み
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
最
終
局
爾
の
選
挙
過
程

で
身
分
内
の
対
立
や
相
互
調
整
に
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
…
が
費
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
点
で
州
独
自
の
革
命
前
史
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
本
蕩
は
、
五
五
年
度
寓
山
大
学
科
学
研
究
費
一
般
研
究
の
嬢
止
口
君
を
加
護
・
推

蔽
し
た
も
の
で
あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
富
山
大
学
助
教
銭
　
富

政改革期のギエンヌ州（陶本）
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